
夏

税

税

秋

源

流

の

ま

え
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き

南
税
法
が
雨
税
と
呼
ば
れ
る
所
以
は
、
夏
税
と
秋
税
と
一
年
二
期

に
課
税
し
た
こ
と
に
あ
り
、
従
っ
て
雨
税
法
の
重
要
な
特
徴
の
一
つ

は
、
乙
の
租
税
分
納
に
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ

ち
徳
宗
建
中
元
年

Q
∞S
二
月
十
一
日
の
南
税
創
制
の
請
般
に

夏
税
は
六
月
内
に
納
め
畢
り
、
秋
税
は
十
一
月
内
に
納
め
翠
ら
ん
。

曾
要
巻
八
十
三
租
税
上
〉

と
あ
り
、
原
則
と
し
て
夏
税
は
六
月
末
ま
で
に
、
秋
税
は
十
一
月
末

ま
で
に
完
納
す
ベ
ノ
ス
定
め
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
南
税
以
前
の
租
庸
調
の
納
税
期
を
み
る
と
、
大
瞳
租

は
十
二
月
末
ま
で
、

庸
調
は
九
月
末
ま
で
で
あ
り
、

こ
の
限
り
で

S包7

は
、
租
庸
調
も
ま
た
二
税
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
勿
論
南
税
制
定
の

意
義
は
、
そ
の
と
き
の
楊
炎
の
上
奏
に
、
「
句
に
輸
し
月
に
遺
り
、

古

n 
」亘a

賀

休
息
す
る
こ
と
有
る
無
し
。」
と
あ
る
よ
う
な
安
史
の
凱
後
の
税
制

の
素
凱
に
封
し
、
諸
税
を
整
理
し
徴
税
を
秩
序
だ
て
る
こ
と
に
あ
っ

た
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
さ
き
の
租
庸
調
の
納
税
期
を
踏
襲
せ

ず
、
特
に
南
税
法
に
お
い
て
大
幅
に
そ
れ
を
早
め
た
の
は
、
問
題
で

は
あ
る
ま
い
か
。
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唐

以
下
私
は
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
か
ら
出
費
し
、
南
税
の
納
税
期
を

な
ぜ
六
月
と
す
一
月
に
し
た
の
か
、
ま
た
そ
の
由
来
が
ど
こ
に
求
め

ら
れ
る
か
を
、
検
討
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

租
・
調
(
庸
)
と
粟
栢
萎
・
彊
腕

夏
税
・
秋
税
の
納
税
期
を
検
討
す
る
た
め
に
は

は
じ
め
に
南
税

以
前
の
租
庸
調
の
そ
れ
を
み
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
「
庸
」

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
中
央
的
努
働
奉
仕
た
る
「
役
」
の
義
務
の
代

償
で
あ
る
が
、
開
元
・
天
賓
時
代
K
は
殆
ん
ど
貰
役
せ
ず
、
庸
を
と
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る
の
が
通
例
化
し
て
い
た
故
、
こ
れ
は
税
の
一
目
と
み
て
差
支
え
な

か
ろ
う
。

そ
こ
で
ま
ず
、
租
に
つ
い
て
み
る
。
租
の
納
税
期
は
、
開
元
二
十

五
年
(
叶
ω吋
)
令
に
よ
れ
ば

諸
々
の
租
は
、
:
:
・
十
一
月
に
輸
を
起
し
、
正
月
三
十
日
内
に
納
め
畢

る。

(
註
略
)
其
の
本
州
に
験
す
る
者
は
、
十
二
月
三
十
日
内
に
納
め
畢

る
。
若
レ
粟
な
き
の
郷
で
箔
萎
を
織
す
る
も
の
は
、
熟
に
随
っ
て
即
ち
輪

し
、
此
の
限
に
拘
せ
ず
。
(
唐
令
拾
遣
、
田
令
第
二
十
二
)

と
あ
り
、
普
通
十
一

月
に
起
総
し
、
本
州
に
納
め
る
者
は
十
二
月
末

ま
で
で
あ
っ
た
。
租
は
所
謂
田
租
で
、
穀
物
収
入
に
封
す
る
税
で
あ

る
。
そ
し
て
一
般
に
十
月
末
ま
で
に
は
一
切
の
農
事
が
終
る
か
ら
、

徴
租
十
二
月
に
は
時
期
的
に
支
障
は
な
い
。
放
唐
律
疏
議
省
二
十
七

にー

非
時
に
田
野
を
焼
い
た
場
合
の
罰
則
が
あ
っ
て
、

そ
の
註
に

「
非
時
と
は
、
二
月
一
日
以
後
、
十
月
三
十
日
以
前
、
」
と
あ
り
、
農

事
の
終
了
を
十
月
三
十
日
と
み
て
い
る
。
文
中
「
若
し
郷
土
で
宜
し

き
を
異
に
す
る
者
は
郷
法
に
依
る
。
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
早
霜
の

華
北
で
は
九
月
に
霜
降
が
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は
枚
穫
を
終
え
、
腕

霜
の
江
南
で
も
九
月
に
は
晩
稲
が
貫
る
。

た
だ
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

そ
の
徴
税
品
目

で
あ
る

賦
役
令
に
「
毎
丁
租
粟
二
石
」

と
あ
り

粟
を
本
色
と

し
、
栢
葵
を
折
色
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
唐
の
租
法
が
北
魂
以
来
北

朝
で
行
わ
れ
て
き
た
税
制
を
縫
承
し
た
も
の
で
、
北
朝
時
華
北
の
主

穀
が
粟
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
唐
の
地
税
の
規
定
を

み
て
も

「
畝
別
に
粟
二
升
を
納
む
」
と
あ
り
、
原
註
に

「
郷
土
粟

な
け
れ
ば
、
雑
種
を
納
め
て
充
て
る
こ
と
を
聴
す
。
」
(
唐
六
典
容
三

倉

部

郎

中

員

外

郎

の

傑

)

稲

本

女

等

を

雑

種

と

し

て

い

と
あ
っ
て
、

る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
依
然
と
し
て
唐
代
で
も
粟
を
主
穀
と
見
倣
す

態
度
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
勿
論
、
唐
代
に
は
江
南

の
水
稲
作
地
帯
を
版
固
に
含
め
て
お
り

ま
た
婆
作
が
盛
ん
に
行
わ
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れ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
租
法
が
粟
を
本
色
と
し

「
若
し
粟

な
き
の
郷
で
栢
婆
を
輸
す
る
者
は
、
熟
に
随
っ
て

卸
ち
織
す
。
」
と

あ
る
よ
う
に
、
稲
妻
特
に
萎
の
如
く
収
穫
期
の
全
く
遣
う
も
の
に
封

し
で
も
、
別
に
徴
税
期
を
定
め
な
か
っ
た
こ
と
は
、
唐
代
前
期
の
税

法
が
北
朝
の
そ
れ
を
踏
襲
し

ま
た
そ
の
経
済
政
策
が
華
北
偏
重
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

つ
ぎ
に
庸
調
に
つ
い
て
み
る
。
開
元
二
十
五
年
令
に
よ
れ
ば
、

諸
々
の
庸
調
の
物
は
、
毎
年
入
居
上
旬
に
輸
を
起
し
、

る。

(
麿
令
拾
選
、
賦
役
令
第
二
十
三
)

四
十
日
内
に
畢

と
あ
り
、
納
入
期
は
普
通
九
月
上
旬
ま
で
で
あ
っ
た
け
れ
、
天
賓
三
年



こ
れ
を
三
十
日
ま
で
延
期
し
た
〈
唐
曾
要
谷
八
十
三
租
税
上
、
周
年

九
月
納
税
と
し
た

一
月
二
十
五
日
の
赦
文
〉
。

で
は
な
ぜ
庸
調
を
、

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
嘗
然
徴
税
品
目
と
闘
係
が
あ
る
と
み
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
庸
調
の
そ
れ
が
絹
類
・
布
類
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
。

と
こ
ろ
で
、

謹
記
の
月
令
に
「
(
季
春
の

絹
に
つ
い
て
い
う
と

月
〉
后
妃
酉
戒
し
て
親
ら
東
郷
し
、
揺
ら
桑
つ
み
、
婦
人
を
禁
じ
て

観
す
る
な
く
、
婦
使
を
省
き
、
以
っ
て
彊
事
を
勘
む
。

:
:
:
(
孟
夏

乃
ち
繭
税
を
牧
む
よ
と
あ

の
月
)
輩
事
畢
り
、
后
妃
繭
を
献
じ
、

り
、
四
月
に
は
繭
を
得
、
絹
税
を
と
る
と
あ
る
。
三
月
皇
后
親
費
の

こ
と
は
後
世
の
史
書
に
し
ば
し
ば
そ
の
記
事
を
み
る
。
ま
た
後
漢
時

代
の
五
原
地
方
の
農
業
を
停
え
た
も
の
と
見
倣
さ
れ
る
雀
寒
の
四
民

月
令
に
は
、
三
月
清
明
の
節
(
陽
暦
四
月
五
・

六
日
頃
〉
に
彊
室
そ

治
め
(
旗
門
民
要
術
品
位
五
「
桑
柘
を
種
く
」
第
四
十
五
所
引
〉
、

四
月

に
上
接
す
る
(
同
省
二
「
黍
穣
」
第
四
所
引
)
と
あ
り
、
ま
た
後
世

に
ね
が
み

元
の
農
桑
輯
要
単
位
四
養
彊
所
引
の
務
本
新
書
に
は
、
清
明
に
輩
連
を

温
室
に
遷
し
、
穀
雨
(
陽
暦
四
月
二
十
・
一
日
頃
)
に
風
日
に
さ
ら

し
て
毛
輩
を
生
じ
(
慶
色
〉
、

二
十
五
・
二
十
八
乃
至
四
十
日
に
し
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て
老
ゆ
(
飼
養
穂
論
)
と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
嘗
時
の
謹
は

清
明
に
催
青
し
、
穀
雨
に
掃
立
て
、
四
月
中
・
下
旬
に
上
接
し
て
い

た
と
解
さ
れ
る
が
、

た
だ
皇
后
親
譲
は
皇
室
の
こ
と
で
あ
り
、

四
民

何
れ
も
完
備
し
た
彊
室

月
令
に
し
て
も
豪
族
の
家
の
例
で
あ
り
、

と
、
極
め
て
豊
富
な
桑
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

一
般
の
そ

れ
は
や
や
遅
い
と
み
た
方
が
よ
い
。
時
代
は
遵
う
が
、
元
代
乃
至
金

初
に
北
方
で
流
行
し
た
と
思
わ
れ
る
韓
民
直
読
に
、
植
彊
の
利
を
の

ベ
た
あ
と
、
晩
彊
の
害
を
の
ベ
、

世
人
は
唯
だ
禁
多
の
利
を
篤
す
を
知
り
、
趨
早
の
大
利
を
篤
す
を
知
ら

ず
。
懇
連
を
墜
覆
し
、
以
っ
て
桑
葉
の
盛
を
待
つ
。
(
農
桑
穏
要
径
四
養

蟹
「
晩
震
の
害
」
所
引
)

-55-

と
い
っ
て
い
る
。
完
備
し
た
輩
室
も
な
く

ま
た
新
芽
を
つ
ん
で
養

費
す
る
程
多
量
な
桑
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
一
般
農
民
は
、
や
は
り

植
誼
の
飼
育
を
好
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
の
桔
康
の
「
養
生

論
を
難
ず
る
も
の
に
答
う
」
に
、

「
火
輩
は
十
八
日
、
寒
誼
は
三
十

日
L 

(
稽
中
散
集
容
四
〉
と
あ
る
。
火
彊
に
比
し
寒
謹
は
倍
近
く
か

か
っ
て
い
る
故
、
一
般
の
掃
立
て
は
穀
雨
よ
り
遅
く
、
上
援
も
四
月

よ
り
大
分
お
く
れ
、
恐
ら
く
五
月
頃
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
し
何

れ
に
せ
よ
寒
冷
で
時
期
的
に
遅
い
方
の
華
北
で
も
、
五
月
に
は
枚
繭

で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
撞
記
の
よ
う
に
枚
繭
後
直
ち
に
徴
税
す
れ

ば
、
六
月
に
は
絹
税
が
と
れ
た
筈
で
あ
る
。
す
る
と
、
何
故
に
庸
調
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を
殊
更
に
九
月
ま
で
ま
っ
必
要
が
あ
っ
た
の
か
疑
問
と
な
る
が
、
貰

は
庸
調
に
は
、
従
来
よ
り
夏
彊
が
課
税
の
封
象
に
入
れ
ら
れ
て
い
た

こ
と
に
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
説
書
容
七
上
孝
文
帝
紀
に

(
延
興
五
年
八
月
甲
申
)
(
お
印
)
、
長
安
の
二
彊
多
く
死
す
る
を
以
っ
て
、

民
の
裁
賦
の
牢
ば
を
菟
ず
。

と
あ
る
。
夏
寵
の
こ
と
は
原
彊
と
し
て
周
曜
に
も
み
え
(
夏
宮
司
馬

の
傑
)
、
既
に
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
宋
の
蘇
頒
も
「
北

人
は
複
養
に
甚
え
ず
、
」
(
重
修
政
和
経
史
讃
類
備
用
本
草
単
位
二
十
一

致
魚
部
中
品
「
原
彊
蛾
」
所
引
、
本
草
園
経
)
と
い
っ
て
い
る
よ
う

に
ベ
華
北
で
は
殆
ん
ど
銅
育
さ
れ
ず
、
古
く
は
そ
の
周
植
に
も
「
原

誼
を
禁
ず
、
」
と
あ
り
、
准
南
子
容
下
泰
族
訓
に
も
、

螺
窓
は
一
歳
再
収
す
。
利
な
ら
ざ
る
に
非
ざ
る
也
。
然
り
而
う
し
て
王
法

手
ζ
芯

こ
れ
を
禁
ず
る
は
、
其
の
桑
を
残
う
た
め
也
。

と
あ
り
、
後
世
で
も
例
え
ば
宋
の
陳
募
は
「
切
に
育
う
べ
か
ら
ず
、
L

(
農
書
巻
下
「
彊
種
を
牧
め
る
の
法
篇
」
第
一
一
)
と
い
い
、
農
家
者

で
は
な
ぜ
租
庸
調
制
時
代
に
限
り
、
夏

軍
飼
育
が
一
般
的
な
こ
と
と
見
倣
さ
れ
、
課
税
の
封
象
に
ま
で
な
っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

流
は
巌
に
反
劃
し
て
い
る
。

准
南
子
に
、
原
酒
婚
を
禁
じ
る
の
は
桑
を
損
な
う
か
ら
だ
と
あ
る
。

し
か
る
に
均
団
法
に
よ
れ
ば
、
丁
ご
と
に
永
業
田
が
給
さ
れ
、
そ
れ

そ
れ
故
首
時
は
甚
だ
桑
が
豊
富
で
あ

に
植
桑
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
、

っ
た
。
す
な
わ
ち
北
説
で
は
丁
男
一
人
に
桑
田
二
十
畝
を
給
し
、
桑

五
十
樹
・
棄
五
株
・
撒
三
根
を
植
え
さ
せ
、
北
湾
・
北
周
・
惰
と
も

同
じ
規
定
を
縫
承
し
、
唐
も
ま
た
永
業
田
二
十
畝
を
給
し
て
植
桑
を

義
務
づ
け
た
。
文
献
遇
考
容
二
田
賦
考
二
「
歴
代
田
賦
の
制
」
に

「
(
武
徳
七
年
)
始
め
て
均
田
賦
役
を
定
む
。
:
:
:
永
業
の
田
は
樹
え

る
に
檎
桑
薬
及
び
宜
し
き
所
の
木
を
以
っ
て
す
。
」
と
あ
り
、
開
元

令
の
疏
註
と
見
倣
さ
れ
る
故
唐
律
疏
議
単
位
十
三
「
里
正
は
田
を
授
け

農
桑
を
課
す
」
僚
の
疏
議
に
、

田
令
に
依
る
に
、
戸
内
永
業
回
は
、
桑
五
十
根
以
上
、
検
藁
各
十
根
以
上

を
植
え
る
こ
と
を
課
す
。
土
地
宜
し
か
ら
ざ
る
者
は
、
任
じ
て
郷
法
に
依

ら
し
む
。
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と
あ
る

た
だ
し
遁
典
単
位
二
食
貨
二
田
制
下
に
あ
る
開
元
二
十
五
年

令
に
、
毎
畝
五
十
根
以
上
植
え
る
と
あ
り
、
従
っ
て
一
丁
あ
た
り
千

本
以
上
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
は
(
同
じ
く
遇
典
所
引
の
二
十
五
年

田
令
に
よ
れ
ば
、
戸
主
に
は
更
に
二
十
畝
の
永
業
田
を
給
す
と
あ
る

か
ら
、

戸
主
の
丁
男
は
二
千
本
以
上
植
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な

る
)

徐
り
に
多
す
ぎ
る
。

と
い
う
の
は
、
第
一
に
、
嘗
時
の
桑
は

み
な
立
遁
し
乃
至
高
刈
り
仕
立
て
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
要
術
に



は
採
桑
法
に
つ
き

春
採
る
者
は
、
必
ず
長
梯
高
机
を
須
う
べ
し
。
数
人
一
樹
、
僚
を
還
L
枝

を
復
す
。
務
め
て
湾
し
憲
さ
し
む
。
旦
暮
を
欲
し
て
熱
時
を
避
く
る
を
要

す
。
【
原
註
:
梯
長
か
ら
ざ
れ
ば
高
校
折
れ
、
人
多
か
ら
ざ
れ
ば
上
下
労

し
、
係
還
さ
ざ
れ
ば
枝
の
っ
て
曲
り
、
採
湾
な
ら
ざ
れ
ば
鳩
脚
多
く
、

E

暮
の
採
は
潤
津
な
ら
し
め
、
熱
を
避
け
ざ
れ
ば
篠
葉
乾
く
}
(
同
省
五

「
桑
柘
を
種
く
」
第
四
十
五
)

と
み
え
、
長
梯
高
机
を
用
い
よ
と
あ
る
。
事
買
、
萄
士
山
容
七
属
統
停

に
、
統
が
弱
冠
の
こ
ろ
頴
川
(
河
南
省
高
鯨
〉
の
人
司
馬
微
な
る
者

を
尋
ね
た
と
き
、
徽
は
樹
上
で
桑
を
つ
ん
で
お
り
、
統
を
樹
下
に
坐

と
も
に
語
っ
て
章
よ
り
夜
に
及
ん
だ
と
い
う
話
が
あ
る
。
後

世
で
も
採
桑
に
は
高
梯
を
用
い
、
ま
た
鈎
な
る
も
の
を
使
う
の
が
一

般
で
あ
っ
た
。
唐
の
常
建
の
築
府
「
春
詞
」
に

ら
せ
、脚

掲
揚
た
る
陪
上
桑
、
南
枝
は
北
堂
に
交
る
。
美
人
金
梯
出
し
、
素
手
自
ら

震
を
提
き
さ
ぐ
。
(
常
建
詩
集
倉
一
)

ま
た
王
建
の
詩
「
探
桑
」
に

自
周
鳴
く
桑
葉
の
関
、
緑
係
復
た
柔
柔
。
馨
び
て
看
れ
ば
手
近
を
去
り
、
散

作
(
一
に
下
に
作
る
)
長
長
の
鈎
。
(
王
建
詩
集
単
位
一
)

と
か
、

な
ど
と
み
え
る
。
立
木
だ
て
は
、
採
桑
が
厄
介
で
あ
り
、
手
入
れ
も
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甚
だ
面
倒
で
あ
る
。
恐
ら
く
と
の
よ
う
な
桑
樹
を
、

千
本
も
維
持
す
る
こ
と
は
、
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

一
人
で
千
本
二

し
、
ま
た
そ
の
必
要
も
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
を
い
か
。
第
二
に

永
業
田
は
、
賞
際
に
は
一
般
穀
作
に
つ
か
わ
れ
て
お
り
、
か
り
に
毎

畝
桑
五
十
・
構
築
二
十
の
立
木
を
お
く
と
、
こ
れ
が
い
ち
ぢ
る
し
い

障
害
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
・嘗
時
永
業
団
が
穀
作
一
般
に
あ
て
ら
れ

て
い
た
こ
と
は
、
同
じ
く
通
典
所
引
の
開
元
二
十
五
年
の
田
令
に
、

「
先
に
永
業
あ
る
者
は
、
通
じ
て
口
分
の
数
に
充
つ
。
」
と
あ
り
、
或

る
事
情
で
永
業
田
が
規
定
以
上
に
な
っ
た
場
合
、
こ
れ
を
口
分
田
に

通
算
す
る
と
い
う
取
扱
い
を
み
て
も
わ
か
ろ
う
。
鈴
木
俊
民
は
、
教

煙
出
土
の
唐
代
の
戸
籍
を
研
究
さ
れ
、
嘗
時
の
戸
籍
は
、
貰
際
の
所

有
地
た
る
既
受
田
若
規
定
の
範
圏
内
で
ま
ず
永
業
田
と
し
、
同
時
に

n
d
 

p
h
v
 

既
受
田
の
う
ち
居
住
園
宅
地
、
買
田
等
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
掲
げ
、

そ

れ
以
外
に
な
お
所
有
す
る
団
地
が
あ
れ
ば
そ
れ
左
口
分
田
と
し
た
も

の
と
い
わ
れ
る
。

も
し
し
か
ら
ば
受
田
が
甚
だ
不
足
し
て
い
た
嘗

時
、
永
業
団
を
桑
畑
専
用
に
し
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
第
三
に
、
桑
樹
千
本
と
い
え
ば
、
相
嘗
の
富
豪
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
三
国
萄
の
諸
葛
亮
は
、
出
師
の
表
で
「
成
都
に
桑
八
百

株
、
薄
田
十
五
頃
あ
り
、
子
弟
の
衣
食
は
自
ら
徐
鏡
あ
り
。
」
(
萄
志

各
五
諸
葛
亮
停
〉
と
い
っ
て
お
り
、
ま
た
唐
代
安
康
(
快
西
省
漢
陰

鯨
〉
の
豪
族
李
襲
春
は
、
そ
の
子
孫
に
「
吾
京
域
に
近
く
賜
田
十
頃
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あ
り
。
こ
れ
を
耕
し
て
以
っ
て
食
に
充
つ
べ
し
。

河
内
に
賜
桑
千
樹

あ
り
。
こ
れ
を
費
し
て
以
っ
て
衣
に
充
つ
ベ
し
。
」
(
醤
唐
書
各
五
十

九
本
T

襲
響
侍
)
と
い
っ
て
お
り
、
十
頃
十
五
頃
の
土
地
所
有
者
で
す

ら
、
桑
樹
は
入
百
本
千
本
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
膏
書
容
百
二
十
五
鴻

政
載
記
を
み
る
と
、
北
燕
の
創
始
者
践
の
勅
に
、
「
百
姓
に
令
し
て
、

人
ご
と
に
桑
一
一
百
根
柘
二
十
根
を
殖
え
し
む
べ
し
。
」
と
あ
り
、

書
谷
五
十
三
抗
璃
俸
に
は
永
泰
中
(
色
∞
)
建
徳
令
洗
璃
は
、

民
に

教
え
、
毎
丁
桑
十
五
株
、
柿
梨
栗
田
株
、
女
丁
に
は
こ
れ
の
牢
ば
を

植
え
さ
せ
た
と
あ
り
、

唐
代
大
暦
中

(
8
0
1
3
)
に
は

「
毎
丁
毎

年
桑
三
十
樹
を
種
す
。
其
の
寄
住
寄
荘
官
蔭
官
家
は
、

一
頃
の
地
ご

と
に
一
丁
の
例
に
準
ず
。
」
(
唐
大
詔
令
集
容
百
十
一

て
桑
藁
を
種
え
し
め
る
の
制
」
)
と
制
し
、
元
和
七
年
(
∞
ロ
)
四
月

「
天
下
に
勘
め

戊
子
朔
突
巳
に
は
、
天
下
の
州
府
に
勅
し
、
毎
回
一
畝
に
桑
二
樹
を

植
え
さ
せ
て
い
る
(
奮
唐
書
各
十
五
憲
宗
紀
下
〉
。

こ
れ
ら
に
よ
る

と
一
丁
五
十
本
も
あ
れ
ば
、
充
分
で
あ
っ
た
の
で
な
い
か
。

し
か
し

何
れ
に
せ
よ
均
団
法
で
は
、
相
嘗
量
の
桑
を
植
え
さ
せ
ら
れ
て
い
た

わ
け
で

た
と
え
そ
れ
が
全
部
で
五
十
樹
に
し
て
も
、
高
刈
り
乃
至

立
通
し
で
あ
れ
ば
、

夏
謹
を
飼
育
し
て
も
桑
の
不
足
を
き
た
さ
な

い
。
し
か
も
閣
知
の
如
く
、
嘗
時
均
田
制
下
に
あ
っ
て
は
、
租
税
は

物
納
で
あ
り
、
遇
貨
は
布
鳥
を
用
い
て
い
た
。
だ
か
ら
養
費
蹴
作
は

直
ち
に
通
貨
の
生
産
を
意
味
し
、
従
っ
て
均
田
農
民
は
、
相
嘗
無
理

し
て
も
夏
輩
を
飼
育
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
容
易
に
察
せ
ら
れ

梁

南
朝
梁
の
陶
隠
居
の
神
皇
本
草
経
に

者
、
俗
呼
ん
で
貌
誼
と
な
す
。
L

(

備
用
本
草
単
位
二
十
一

所
引
〉
と
あ
る
が
、
宋
の
羅
願
は
説
輩
の
意
味
に
つ
き
、

「
原
彊
蛾
」

る

「
原
謹
は
是
れ
重
養
の

古
は
貌
地
狭
降
、
其
の
君
民
は
倹
沓
趨
利
の
議
り
あ
り
。
・
・
・
笠
原
貌
は

亦
貌
の
俗
か。

(
爾
雅
翼
谷
二
十
四
種
轟
一
属
)

と
い
っ
て
い
る
。
嘗
時
華
北
に
お
け
る
夏
誼
の
飼
育
が
、
必
ず
し
も

技
術
の
高
度
化
か
ら
き
た
も
の
で
な
く
、
商
品
生
産
の
未
護
達
に
よ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
よ
く
示
し
て
い
る
。
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華
北
に
お
け
る
夏
彊
の
牧
繭
が
い
つ
頃
で
あ
っ
た
か
一
概
に
は
い

い
き
れ
な
い
。
北
周
の
人
庚
信
の
詩
「
舗
田
」
に

苦
李
人
の
摘
む
な
く
、
秋
瓜
銭
に
直
ら
ず
。
批
難
新
に
伏
さ
ん
と
欲
し
、

原
彊
始
め
て
更
眠
。

(
庚
子
山
集
谷
四
)

と
あ
る
。

四
民
月
令
に
よ
れ
ば

「大
暑
(
陽
暦
七
月
二
十
三
了
四

日
頃
)
後
六
日
、
瓜
を
離
す
ベ
し
。
」
(
要
術
省
九
「
直
に
作
し
生
菜

を
離
す
る
法
」
第
八
十
八
所
引
)
と
か

「
六
七
月
の
交
に
至
り

分
ち
て
以
っ
て
瓜
を
離
す
。
」
(
問
答
入
「
醤
を
作
る
法
」
第
七
十
所

引
)
と
か
あ
っ
て
、
瓜
の
最
盛
期
は
六
月
末
七
月
の
交
と
見
倣
さ
れ



る
故
、
夏
謹
の
肱
繭
は
七
月
末
頃
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
後
述
の
如

く
、
江
南
で
は
六
月
頃
で
あ
っ
た
。
華
北
で
は
そ
れ
よ
り
約
一
カ
月

遅
い
と
み
て
、
大
過
な
い
。
さ
れ
ば
、
夏
輩
を
税
の
封
象
に
入
れ
る

限
り
、
や
は
り
絹
税
は
九
月
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ

h

「ノ。
で
は
臓
は
ど
う
か
。
要
術
巻
二
「
種
麻
」
第
八
に
は

凡
そ
臓
を
種
く
に
、
:
:
:
穿
至
前
十
日
を
上
時
と
震
し
、
至
日
を
中
時
と

矯
し
、
至
後
十
日
を
下
時
と
な
す
。

【原
註
:
古
賀
賞
に
し
て
臓
を
種
き
、

蹴
黄
に
し
て
婆
を
種
け
ば
亦
良
候
也
。
:
:
:
叉
諺
に
日
く

「
五
月
揮
に
及

べ
ば
、
父
子
も
相
借
せ
ず
に
と
。
海
に
及
べ
ば
急
な
る
を
言
い
、
設
は

僻
に
非
ざ
る
也
。
夏
至
の
後
は
、
唯
に
浅
短
な
る
の
み
に
霞
ず
、
皮
亦
軽

薄
。
此
れ
亦
時
に
趨
き
失
す
べ
か
ら
ざ
る
也
。
父
子
の
聞
も
倫
相
回
収
借
せ

ず
、
況
や
他
人
お
や
。
】

と
あ
る
。
こ
の
腕
は
一
年
生
草
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
要
術
が
同
所
で

「
牡
蹴
」
と
い
い
雌
雄
異
株
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
ら
み

U
H
N
υ
a
w
a
e
 

て
、
大
麻
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
大
麻
は
火
麻
と
も
い
い
、
雄

木
を
来
、

氾
勝
之
の
書
で
は
「
夏
至
後
二
十

日
、
某
を
温
す
。
」
(
要
術
同
所
所
引
)
と
あ
り
、
陳
一
男
の
農
書
に
は

雌
木
を
萱
と
呼
ぶ
。
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「
正
月
腕
某
を
種
し
、
旬
を
聞
し
て

一
糞
、
五
六
月
に
刈
る
ベ
し
。
」

(
同
単
位
上
「
六
種
の
宜
篇
」
第
五
)
と
あ
る
が
四
民
月
令
に
は
「
夏

至
先
後
各
五
日
、
牡
肺
を
種
す
ベ
し
。
」
(
要
術
審
二
「
種
肺
」
所
引
〉

と
あ
る
か
ら
、
首
時
華
北
で
は
、
夏
の
降
雨
期
を
待
っ
て
播
種
し
、

種
奏
す
な
わ
ち
陰
暦
八
月
頃
刈
入
れ
て
い
た
と
見
倣
さ
れ
る
。

肺
に
は
こ
の
ほ
か
苧
臓
が
あ
る
。

た
だ
要
術
単
位
二

「
腕
子
を
種

雌
雄
異

く
」
第
九
に

「
孝
肺
(
一
本
苧
に
作
る
〉
」

と
あ
る
の
は
、

株

一
年
生
草
で
あ
る
の
か
ら
み
て
大
麻
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と

北
朝
時
華
北
で
は
苧
麻
を
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
三
園
呉

の
陸
磯
の
毛
詩
草
木
鳥
獣
議
魚
疏
の
「
以
っ
て
荷
を
温
す
ベ
し

」
の

疏

貯
は
亦
麻
也
。
科
生
数
十
整
。
宿
線
地
中
に
在
り
。

し
、
歳
種
せ
ざ
る
也
。
剤
揚
の
閥
、
一
歳
三
枚
す
。

春
に
至
れ
ば
自
生
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と
あ
り
、

ま
た
唐
六
典
出
匂
三
戸
部
郎
中
員
外
郎
の
僚
に
あ
る
江
南
の

江
南
で
は
専
ら
「
か
ら
む

賦
が
殆
ん
ど
苧
で
あ
る
の
か
ら
み
て

し
」
を
栽
培
し
て
い
た
と
見
倣
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
一
歳
三
枚
と

は
、
農
桑
輯
要
各
二
播
種
「
苧
肺
」
に
「
大
約
五
月
初
め
一
鎌
、
六

月
牢
ば
一
鎌
、

八
月
牟
ば
一
鎌
。
唯
だ
中
聞
の
一
鎌
、
長
く
疾
く
麻

亦
最
も
好
し
。
」
と
あ
る
如
く
で
あ
る
。

苧
麻
も
ま
た
二
枚
三
肢
を

考
え
れ
ば
、
課
税
は
九
月
が
安
嘗
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
も
あ

れ
、
か
く
庸
調
に
お
い
て
も
、
同
じ
衣
料
品
に
封
す
る
税
で
あ
る
と

は
い
え
、
絹
と
布
と
一
緒
に
取
扱
っ
て
い
る
の
は
、
注
意
す
べ
き
こ
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と
で
は
な
い
か
。

要
す
る
に
租
庸
調
制
に
お
い
て
、
租
を
十
二
月
末
納
了
と
し
た
の

は
、
粟
を
本
色
と
し
、
稲
婆
を
折
色
と
し
、
粟
の
牧
穫
を
基
準
と
し

た
か
ら
で
あ
り
、
庸
調
を
九
月
末
ま
で
と
し
た
の
は
、
絹
に
お
い
て

は
夏
輩
の
枚
繭
を
考
慮
し
、
か
っ
肺
も
ま
た
九
月
に
な
ら
な
け
れ
ば

と
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
租
が
粟
を
本
色
と
し
た
の
は
、
唐
の

租
法
が
北
朝
の
そ
れ
を
う
け
、
粟
を
主
穀
と
し
た
華
北
の
農
業
に
町

し
た
も
の
で
あ
り
、
庸
調
が
夏
費
ま
で
課
税
の
封
象
と
し
た
の
は
、

均
団
法
に
よ
る
豊
富
な
桑
樹
の
保
護
と
、
か
つ
均
田
制
下
の
商
品
生

産
の
未
登
達
に
刺
戟
さ
れ
た
夏
麓
飼
育
の
流
行
に
卸
し
た
も
の
で
あ

る
。
き
れ
ば
租
庸
調
瞳
系
は
、
首
時
の
農
業
の
経
営
の
賓
館
特
に
華

北
に
お
け
る
そ
れ
を
基
礎
に
た
て
ら
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
、

い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

南
朝
の
夏
調
・
秋
租
調

租
庸
調
制
が
嘗
時
の
農
業
の
経
営
型
態
に
卸
し
て
た
て
ら
れ
て
い

た
制
度
で
あ
る
と
す
る
と
、
中
唐
ご
ろ
こ
の
よ
う
な
型
の
農
業
経
営

の
基
礎
に
、
根
本
的
な
襲
化
が
な
い
限
り
、
租
庸
調
盟
系
か
ら
直
接
に

南
税
盟
系
が
生
ま
れ
る
原
因
を
導
き
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
c

勿

論
そ
の
理
由
と
し
て
、
後
述
す
る
如
き
中
唐
以
降
の
褒
作
の
輩
達
、

ま
た
均
田
制
の
崩
壊
に
よ
る
桑
樹
の
激
滅
と
銭
貨
流
通
の
普
及
に
よ

る
布
自
の
貨
幣
債
値
の
下
落
に
基
づ
く
夏
輩
飼
育
の
衰
退
等
々
が
あ

げ
ら
れ
る
。
が
我
々
は

い
ま
一
つ
、
南
北
朝
時
代
、
華
北
で
均
田

制
を
基
礎
と
し
た
租
庸
調
制
が
行
わ
れ
て
い
た
と
き
、
そ
れ
と
は
全

く
別
な
租
税
盟
系
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

す
な
わ
ち
、
北
朝
に
相
謝
す
る
南
朝
の
租
税
盟
系
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
南
朝
の
租
に
つ
い
て
み
る
。
租
の
納
税
期
は
、
南

朝
四
代
を
遁
じ
、
大
盟
十
一
月
以
降
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

宋
香

容
六
孝
武
帝
紀
に

nu 
no 

と

(
大
明
七
年
)
(
品
目
ω)
十
一
月
丙
子
、

今
裁
の
田
租
を
減
ず
。
」

「:
:
:
巡
幸
経
る
所
、
詳
ら
か
に

と
あ
り
、
陳
害
容
五
宣
帝
紀
に

(
太
建
十
二
年
)
(
8
0
)

十
一
月
己
丑
詔
に
日
く
、
「
:
:
:
其
の
丹
陽
・

奥
興
・
畜
陵
・
建
輿
・
義
興
・
東
海
・
信
義
・
陳
留
・
江
陵
等
十
郡
は
、

並
び
に
謝
著
し
、
卸
年
の
田
租
線
秩
は
、
並
び
に
各
々
半
ば
を
原
す
。」

と
あ
る
。
た
だ
東
畜
以
来
江
南
水
稲
作
地
帯
に
あ
っ
て
は
、
租
の
本

色
が
米
で
あ
っ
た
の
は
嘗
然
で
あ
る
。
戚
和
五
年

(ω
包
)

は
じ
め

て
度
目
し
、
十
一
一
視
を
徴
し
た
と
き
で
も
、

「
畝
を
率
し
て
米
三
升

を
税
す
。
」
(
膏
書
単
位
二
十
六
食
貨
志
)
と
あ
り
、
太
元
二
年

(ω
誌〉



七
月
乙
己
、
度
目
牧
租
の
制
を
除
い
た
と
き
で
も
、
「
公
王
以
下
口

ご
と
に
米
三
餅
を
積
す
。
」
(
同
単
位
九
孝
武
帝
紀
)
と
あ
り
、
梁
武
帝

の
改
革
で
も
「
租
米
玉
石
、
議
米
二
石
」
(
惰
書
容
二
十
四
食
貨
志
)

と
あ
る
。
東
膏
・
南
朝
の
初
期
は
、
未
だ
北
方
的
作
物
た
る
婆
は
徐

り
栽
培
さ
れ
ず
、
租
法
に
も
こ
れ
に
謝
す
る
特
別
な
規
定
が
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
南
商
書
倉
六
明
帝
紀
に

(
建
武
二
年
三
月
)
(
色
町
)
丙
寅
、
青
州
の
奏
租
を
停
む。

と
あ
る
。
こ
の
租
安
が
何
月
徴
税
で
あ
っ
た
か
明
ら
か
で
な
い
が
、

南
旗
門
で
も
婆
を
田
租
と
し
、
米
の
折
色
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と

は
、
疑
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
や
が
て
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
奏
で
あ
る
。

三
園

分
裂
以
後
、
華
北
が
異
民
族
の
侵
入
を
う
け
る
と
、
北
人
が
績
々
と

南
下
し
、
彼
等
は
華
北
の
萎
作
技
術
を
江
南
に
停
え
、
江
南
に
萎
作

が
普
及
し
、
ま
た
か
か
る
趨
勢
に
臆
じ
南
朝
政
府
は
夏
期
食
料
封
策

と
し
て
極
力
安
作
を
奨
励
し
た
。
す
な
わ
ち
劉
宋
元
嘉
二
十
一
年

(
品
企
〉
七
月
乙
巳
、
文
帝
は
南
徐
・
売
・
務
及
び
楊
州
・
漸
江
西
の
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属
郡
に
詔
し
て
種
委
を
督
し
、
彰
城
・
下
部
郡
か
ら
奏
種
を
運
び
、

刺
史
に
委
せ
て
貸
給
さ
せ
(
宋
書
容
五
文
帝
紀
〉
、

こ
の
政
策
を
つ
ぎ
、

ま
た
孝
武
帝
は

大
明
七
年
(
怠
ω)
九
月
乙
卯
、

詔
し
て
東
境

の
郡
に
種
要
を
命
じ
(
同
単
位
六
孝
武
帝
紀
〉
、

陳
文
帝
も
こ
れ
を
緯

承
し
、
極
力
安
作
に
意
を
用
い
た
(
陳
書
単
位
三
文
帝
紀
、
天
嘉
元
年

(
旬
。
。
)
八
月
壬
午
の
詔
)
。
劉
宋
の
と
き
周
朗
が
「
田
は
躍
水
に
非

ざ
れ
ば
、
皆
委
譲
を
捲
か
ん
。
」
(
宋
書
容
八
十
二
周
朗
停
〉
と
い
っ

て
い
る
の
や
、
南
旗
門
建
武
四
年
(
色
斗
〉
、
徐
孝
嗣
が
上
疏
し
、
徐
・

売
・
司
・
議
及
び
荊
・
濯
に
命
じ
、
安
を
種
え
さ
せ
ん
と
請
う
て
い

る
の
を
み
る
と
(
南
湾
書
容
四
十
四
徐
孝
嗣
停
〉
、
南
朝
の
識
者
は
、

江
南
開
護
の
手
段
と
し
て
、
従
来
の
水
稲
翠
一
農
業
に
封
し
、
こ
の

婆
作
を
推
奨
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
の
政
策
が
非
常

に
成
功
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
例
え
ば
南
費
時
、
旗
開
郡
(
江
蘇
省

4
E
ムno 

六
合
牒
東
)
太
守
劉
懐
慰
が
、
民
の
櫨
謁
を
受
け
ず
し
て
萎
飯
を
食

っ
て
い
た
話
ゃ
れ
南
薦
書
各
五
十
三
劉
懐
慰
俸
)
、

(
江
蘇
省
義
興
鯨
)
太
守
任
肪
が
非
常
に
質
素
で
、
妻
子
が
常
に
葵

梁
代
に
は
義
興

を
食
べ
て
い
た
話
や
(
梁
書
容
十
四
任
肪
停
〉

ま
た
例
え
ば
、
鴻

臆
卿
斐
子
野
が
、
深
く
樟
民
を
信
じ

そ
の
教
戒
を
守
り
、
終
身
婆

を
飯
し
読
を
食
し
て
い
た
話
(
同
単
位
三
十
斐
子
野
停
〉
な
ど
に
よ
っ

て
う
か
が
え
る
。

疑
い
も
な
く
、
か
か
る
婆
作
の
普
及
に
謝
し
て
と

ら
れ
た
措
置
で
あ
ろ
う
。
陳
書
単
位
五
宣
帝
紀
に

(
太
建
九
年
)
(
印
ミ
)
夏
五
月
景
子
詔
に
日
く

「:・
・・
・六
年
七
年
の
遁
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租
回
米
粟
、
夏
調
の
綿
絹
綿
布
市
宮
等
、
・
・
皆
悉
く
こ
れ
を
原
す
よ

と
あ
り
、
前
に
婆
租
と
呼
ん
で
い
た
婆
税
を
占拠
調
と
呼
ん
で
る
よ
う

に
、
還
に
萎
を
租
の
米
粟
か
ら
分
け
、
そ
の
枚
穫
期
に
合
せ
、
調
と

し
て
夏
に
徴
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
夏
調
の
名
は
、

太
建
三
年
三
月
丁
丑
の
赦
文
に
、「
天
康
元
年

3

0
0)

よ
り
太
建
元

年
に
詑
ぶ
遁
徐
の
軍
糧
旅
秩
、
夏
調
の
未
だ
入
ら
ざ
る
者
は
、
悉
く

こ
れ
を
原
す
に
(
同
)
と
あ
る
の
を
初
見
と
す
る
。
か
く
田
租
と
し

て
米
の
折
色
に
扱
わ
れ
て
い
た
萎
を
、
別
に
調
と
し
て
夏
に
徴
し
た

の
は
、
陳
朝
政
府
が
婆
作
を
奨
励
す
る
と
共
に
、
要
税
徴
枚
に
特
に

力
を
入
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
甚
だ
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
調
に
つ
い
て
み
る
。
調
の
徴
税
期
も
、
南
湾
書
程
七
東
昏

侯
紀
に(

永
元
元
年
)
(
色
申
)
入
月
乙
巳

者
の
今
年
の
調
税
を
鍋
す
。」

コ
口
小
邑
の
水
に
遇
い
資
財
漂
蕩
す
る

な
ど
と
あ
る
か
ら

は
じ
め
は
大
韓
八
月
以
降
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ

る
。
た
だ
膏
武
帝
の
戸
調
式
で
は
絹

・
綿
二
つ
で
、

何
れ
も
絹
製
品

で
あ
っ
た
が
、
江
左
で
は
肺
製
品
を
本
色
と
し
た
。
南
朝
で
は
調
を

締
稿
し
て
布
と
い
う
。
例
え
ば

(元
首
鋤
元
年
秋
八
月
)
(
A
N
S

己
酉
、

ば
を
減
ず
。」
(
宋
書
谷
五
文
出
国
紀
)

「
剃
湘
二
州
の
今
年
の
税
布
の
半

時

の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
宋
書
容
六
孝
武
帝
紀
に

(
大
明
五
年
十
二
月
)
(
品
企
)
甲
戊
制
す
。

疋
を
総
す
ベ
し
。
」

「
天
下
の
民
一
戸
は
裁
に
布
四

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
よ
う
。
江
南
は
肺
作
地
帯
で
あ

り
、
こ
こ
の
麻
は
古
く
か
ら
越
布
・
白
越
と
し
て
知
ら
れ
、
む
し
ろ

漢
代
で
は
中
央
で
貴
重
が
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
後
漢
書
単
位
入
十
一

陸
績
俸
に
、
績
の
祖
父
尚
書
令
聞
は
容
姿
が
よ
く
、
好
ん
で
越
布
の

車
衣
を
着
て
い
た
が
、
光
武
帝
は
み
て
こ
れ
を
よ
み
し
、
こ
れ
よ
り

常
に
曾
稽
郡
に
勅
し
て
越
布
を
献
ぜ
し
め
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
華

北
で
は
絹
織
物
を
主
と
し
、
そ
れ
故
に
耳
目
武
帝
の
戸
調
式
で
も
絹
類

- 62ー

を
本
色
と
し
た
の
で
あ
る
が
、

江
南
で
は
麻
織
物
が
主
で
あ
っ
た

故
、
調
は
布
を
本
色
と
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て

か
く
江
南
の
布
は
華
北
養
彊
地
帯
で
は
珍
重
さ
れ
て
い
た

が
こ
れ
に
封
し
江
南
で
は
、
麻
作
を
主
と
し
た
故
、
絹
を
珍
重
し

た
の
は
首
然
で
あ
ろ
う
。
奥
の
と
き
華
麗
は
、
建
業
の
風
俗
の
著
修

を
記
し

そ
の
中
で
衣
の
如
く
い
っ
て
い
る
。

百
工
は
無
用
の
器
を
作
り
、
婦
人
は
統
廃
の
飾
を
篤
す
。
脱
臭
に
動
め

ず
、
並
び
に
文
を
櫛
献
に
繍
す
。
縛
た
相
倣
放
し
、
濁
り
有
る
無
き
を
恥

ず
。
兵
民
の
家
、
猫
お
復
た
俗
を
逐
い
、
内
に
措
石
の
儲
無
く
し
て
出
ず

る
に
綾
絡
の
限
有
り
。
富
一
賀
商
販
の
家
に
至
れ
ば
、
重
ね
る
に
金
銀
を
、
以



っ
て
し
、
審
怒
尤
も
甚
だ
し
。

(
奥
志
省
二
十
華
薮
停
)

と
。
も
と
よ
り
江
南
で
も
地
方
に
よ
り
相
嘗
絹
が
生
産
さ
れ
た
が

絹
の
需
要
が
本
格
的
に
高
ま
っ
て
き
た
の
は
、
膏
の
東
遷
以
後
と
み

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
五
胡
の
侵
入
に
よ
り
北
人
貴
族
が
績

々
と
南
下
し
、
こ
れ
が
時
局
の
落
着
き
と
と
も
に
江
左
に
者
修
の
風

を
お
こ
し
、
絹
の
需
要
は
一
そ
う
は
げ
し
く
な
っ
た
。
宋
書
倉
五
十

六
孔
琳
之
俸
に
、
東
膏
末
諸
府
諸
軍
が
者
修
に
流
れ
、
防
衛
・
迭
迎

の
兵
に
あ
ら
そ
っ
て
抱
襖
を
用
い
た
た
め
、
綿
綿
の
需
要
が
急
増

し
、
そ
れ
を
和
市
す
る
た
め
絹
慣
が
暴
騰
し
た
と
あ
る
。
ま
た
同
書

容
八
十
二
洗
懐
文
俸
に
は

(
大
明
中
)
入
り
て
侍
中
と
な
る
。
:
:
:
懐
文
叉
以
っ
て
言
を
な
す
e

「
斉
庫
の
上
絹
年
に
謝
す
る
こ
と
銀
寓
匹
。
綿
亦
此
に
稽
う
。
期
限
巌
峻
、

民
閲
絹
を
買
う
に
一
匹
二
三
千
に
至
り
、
綿
一
一
隅
亦
三
四
百
。
貧
者
は
妻

見
を
貰
り
、
甚
だ
し
き
者
は
或
は
自
ら
総
死
す
。
」
J

と
。
懐
文
具
さ
に
民

の
困
を
陳
べ
、
是
に
由
り
て
綿
絹
薄
や
減
ず
る
と
こ
ろ
あ
り
。

と
あ
る
。
南
朝
に
お
い
て
貴
族
的
生
活
が
向
上
す
れ
ば
す
る
程
、
絹

の
需
要
は
高
ま
っ
て
行
っ
た
。

377 

こ
の
よ
う
な
情
勢
に
封
し
、
南
朝
政
府
は
努
観
し
て
い
た
わ
け
で

な
い
。
特
に
宋
の
文
帝
は
三
衣
に
わ
た
る
詔
勅
を
出
し
、
輩
腕
を
奨

駒
し
、
そ
の
政
策
は
南
朝
歴
代
を
遇
じ
て
継
承
さ
れ
、
ま
た
相
嘗
の

成
果
を
あ
げ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
既
に
岡
崎
文
夫

博
士
が
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
乙
れ
に
つ
き
博
士
は
衣
の

如
く
い
っ
て
お
ら
れ
る
。

「
宋
の
文
帝
は
極
力
桑
肺
の
栽
培
を
奨
励

し
、
且
宋
の
良
吏
出
璃
は
最
明
瞭
に
家
毎
に
十
五
株
の
桑
を
植
ゆ
る

こ
と
を
強
制
し
て
居
る
。

市
し
て
子
良
の
上
奏
に
よ
っ
て
考
ふ
る

に
、
東
音
よ
り
劉
宋
を
経
て
南
費
に
至
り
、
絹
の
債
格
衣
第
に
下
落

し
、
約
十
分
の
一
に
至
っ
た
と
云
ふ
。
こ
れ
或
は
絹
の
生
産
の
次
第

叫

に
増
加
し
た
矯
め
で
は
あ
る
ま
い
乎
。
」
と
。

南
斉
高
帝
建
元
二
年
(
島
。
)
六
月
発
未
の
詔
に

- 63一

音
放
水
皐
あ
り
。
丹
陽
・
二
臭
・
義
輿
四
郡
の
遭
水
尤
劇
の
燃
の
元
年
以

前
の
三
調
未
だ
充
た
ざ
る
も
の
を
曲
赦
す
。
(
南
酒
害
容
二
高
帝
紀
下
)

と
あ
る
。
こ
の
三
調
と
は
、
惰
警
の
食
貨
志
に
み
え
る
梁
武
帝
時
の

税
制
に
「
了
男
の
調
は
、
和
絹
各
二
丈
、
総
三
雨
、
綿
入
雨
」
と
あ

る
如
く
、
従
来
布
叉
は
絹
と
綿
と
の
二
調
で
あ
っ
た
も
の
に
、
新
た

に
調
赫
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
調
の
名
は
、
さ
き
の
建
元

二
年
の
詔
を
初
見
と
し
、
以
後
斉
・
梁
・
陳
の
史
書
に
し
ば
し
ば
み

ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
特
に
三
調
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
従
来
調
の

こ
と
を
麻
布
で
代
表
し
布
と
い
っ
て
い
る
の
に
封
し
、
絹
綿
綿
等
絹

製
品
で
の
徴
牧
に
重
貼
を
置
い
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
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慮
置
こ
そ
、
南
朝
に
お

い
て
誼
桑
が
相
嘗
に
輩
達
し
て
き
た
こ
と
、

ま
た
南
朝
政
府
が
特
に
絹
税
徴
枚
に
力
を
入
れ
て
い
た
こ
と
を
一不

す
。
こ
の
三
調
の
徴
攻
期
は
、
南
斉
書
容
三
武
帝
紀
に

(
永
明
十
一
年
)
五
月
戊
辰
詔
に
日
く
、
「
水
早
災
を
成
し
穀
稼
傷
弊
す
。

凡
て
三
調
・
衆
遇
は
同
じ
く
秋
登
に
至
り
て
申
す
ベ
し。」

と
あ
る
か
ら

秋
穀
の
校
穫
前
で
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る

が
、
梁
書
容
三
武
帝
紀
下
に

(
大
同
凹
年
)
(
臼
∞
)
八
月
甲
辰
詔
す
。

「
南
菟
・
北
徐
・
西
徐
・
東
徐

・
育
・
巽
・
南
北
青
・
武

・
仁
・
澄
・
惟
等
十
二
州
、
:
:
・
今
年
の
三
調

を
枚
む
る
こ
と
勿
れ
。
」

と
あ
る
か
ら

は
じ
め
は
や
は
り
八
月
以
降
で
あ
り
、
従
来
の
調
と

同
じ
で
あ
っ
た
と
見
倣
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
迭
に
陳
に
な
る
と

さ
き
に
あ
げ
た
宣
帝
太
建
九
年
五
月
景
子
の
詔
に

「
夏
調
の
綿
絹

綿
布
萎
」
と
あ
る
よ
う
に
、
従
来
の
調
と
は
別
に
、
特
に
夏
調
と
し

て
婆
と
と
も
に
徴
収
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

い
ま

江
南
に
お
け
る
養
誼
肺
作
事
情
に
つ
い
て
み
る
と
、
次
の

如
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
江
南
の
謹
と
い
え
ば
、
直
ち
に
左
思
「
呉

都
の
賦
」
に
所
調
「
八
置
の
綿
」
を
思
い
出
す
で
あ
ろ
う
が
、
要
術

容
五
「
桑
柘
を
種
く
'
」
所
引
の
永
嘉
記
に
よ
れ
ば
、

入
費
と
は

抗
珍
彊
【
原
註
:
三
月
績
}
柘
震
{
原
註
:
四
月
初
め
績
}
抗
彊
{
原
註

:
四
月
初
め
績
}
愛
珍

一原
註
:
五
月
績
}
愛
彊

{原
註
:
六
月
末
績
】

寒
珍
{
原
註
:
七
月
末
綴
}
四
出
強

{原
註
:
九
月
初
め
績
}
寒
費

一原

註
:
十
月
績
】

と
あ
り

「
凡
て
翠
の
再
熟
す
る
者
は
、
前
輩
を
皆
珍
と
い
い
、
こ

れ
を
少
し
く
養
っ
て
輩
種
と
す
る
。
」
と
あ
る
か
ら
、
玩
謹
が
春
輩

愛
謹
が
夏
諸
に
あ
た
り
、
春
彊
は
四
月
績
、
夏
輩
は
六
月
末
績
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
も
と
よ
り
こ
の
入
費
が
江
南
一
般
の
も
の
で
は

な
い
が
、
惰
書
単
位
三
十
一
地
理
士
山
下
揚
州
の
僚
に
、

「一

年
輩
四
五

熟
」
と
か
、
宋
の
蘇
煩
の
本
草
園
経
に

原
窓
蛾
、
本
経
出
る
所
の
州
土
を
載
せ
ず
。
今
東
南
州
郡
多
く
此
の
震
を

草
食
う
庭
、
皆
こ
れ
有
り
。
此
れ
は
是
れ
重
養
の
者
。
俗
呼
ん
で
晩
翠
と
な

す
。

(
備
用
本
草
省
二
十
一
「
原
滋
蛾
」
所
引
)
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江
南
で
は
相
嘗
に
夏
輩
そ
簡
育
し
て
い
た
と
解

せ
る
。
そ
し
て
そ
の
春
彊
の
上
銭
が
大
韓
華
北
よ
り
一
カ
月
早
い
四

例
え
ば
唐
の
元
棋
が
江
陵
で
作
っ
た
「
競

な
ど
と
あ
る
か
ら
、

月
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

舟
」
の
一
節
に

年
年
四
五
月
、
璽
質
り
褒
小
秋
。

(
元
氏
長
慶
集
車
竺
ニ
)

と
あ
る
の
や
、
李
自
の
荊
州
歌
に
、

自
帝
城
遺
風
波
を
足
す
。
理
塘
五
月
誰
か
敢
て
過
ぐ
。

荊
州
市
安
熟
繭
蛾
と

成
る
。

(
李
太
白
全
集
巻
四
)



と
あ
る
の
や
、
李
翠
玉
の
「
調
庭
よ
り
謹
江
に
入
り
、
巴
正
の
故
人

に
寄
す
」
の
一
節
に

四
月
桑
牢
ば
枝
し
、
呉
置
初
め
て
絡
を
弄
ぶ
。

(
李
翠
玉
詩
集
容
上
)

と
あ
る
の
で
謹
せ
ら
れ
る
。

た
だ
夏
彊
は
、
六
月
末
よ
り
や
や
早
か

っ
た
の
で
な
い
か
。
同
じ
く
麿
の
皮
日
休
の
「
英
中
苦
雨
す
。
因
り

て
一
百
韻
を
書
し
魯
望
に
寄
す
」
の
一
節
に

破
済
す
嘗
鶴
の
筒
、
狼
稽
た
り
腕
賓
の
銭。

(
全
唐
詩
九
画
九
冊
所
枚
)

と
あ
る
。
苦
雨
中
に
云
々
と
い
う
晩
彊
は
、
夏
輩
が
五
月
梅
雨
中
乃

至
梅
雨
あ
け
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
に
お
わ
せ
る
。
質
常
の
「
北

固
腕
眺
」
の
一
節
に

水
圏
(
一
本
閣
に
作
る
)
#
」
種
の
後
、
梅
天
風
雨
涼
し
。
露
彊
(
一
本
債

に
作
る
)
腕
鍍
を
開
き
、
江
燕
(
一
本
鷲
に
作
る
)
危
絡
を
繰
る
。
(
賓

氏
聯
珠
集
)

と
あ
る
。
露
彊
は
舎
費
に
封
す
る
放
ち
飼
い
で
あ
る
が

一
種
の
夏

輩
と
み
て
よ
い
。
十
亡
種
は
陽
暦
六
月
六

・
七
日
頃
で
あ
る
。
後
世
の

も
の
で
あ
る
が
、
清
の
在
日
棋
の
湖
一
謹
述
容
四
「
二
輩
」
の
w
慨
に

ニ
費
は
で
種
の
時
に
始
め
て
生
じ
、
十
八
日
に
し
て
即
ち
置
を
成
す
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
夏
嚢
の
上
鎮
は
夏
至
頃
に
な
る
。
同
じ
く

湖
窓
述
倉
一
「
線
論
」
に

379 

頭
鐙
始
め
で
生
じ
て
よ
り
二
憲
判
称
そ
成
す
に
至
る
‘
首
尾
六
十
徐
目
。

と
あ
る
。
江
南
で
の
春
彊
の
掃
立
て
が
華
北
よ
り
約
一
カ
月
早
い
と

五
月
中
に
は
夏
置
を
お
え
る
こ
と
に
な
る
。
恐
ら
く
南
朝

す
れ
ば
、

時
で
も
一
般
に
は
、
永
嘉
記
の
入
費
よ
り
や
や
早
く
六
月
中
に
は
夏

盤
を
枚
繭
し
て

い
た
の
で
あ
る
ま
い
か
。

し
か
し
何
れ
に
せ
よ
江
南

に
お
い
て
は
、

夏
彊
枚
繭
の
結
果
を
考
慮
し
て
も
、
六
月
に
は
絹
税

が
徴
せ
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
麻
に
つ
い
て
い
え
ば
、
さ
き
に
み

た
如
く
江
南
で
多
く
栽
培
さ
れ
る
苧
肺
の
場
合

一
審
刈
り
な
ら
六

月
に
も
徴
せ
る
が
、
二
番
が
本
番
故
、
蹴
税
は
一
部
六
月
に
微
し
て

も
、
本
格
的
に
は
や
は
り
八
月
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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南
朝
陳
の
夏
調
が
、
は
た
し
て
何
月
に
徴
さ
れ
た
も
の
か
明
ら
か

で
な
い
が
、
特
に
夏
調
な
る
名
を
つ
け
て
い
る
の
を
み
る
と
、
従
来

の
八
月
以
降
に
徴
さ
れ
て
い
た
調
よ
り
も
早
く

八
月
以
前
で
あ
っ

た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
も
し
し
か
ら
ば
こ
の
夏
調
に
封
し
、
従
来
の

調
が
秋
調
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
何
を
封
象
と
し

た
か
と
い
え
ば

首
然
肺
布
を
主
と
し
た
と
み
て
差
支
え
あ
る
ま

い
。
か
く
陳
が
、
特
に
絹
税
と
婆
税
と
の
徴
牧
を
早
め
た
の
は
、
さ

き
に
み
た
如
く
南
朝
時
江
南
に
萎
作
養
彊
が
護
展
し
た
か
ら
で
あ
る

が
、
未
だ
他
に
牧
穫
物
が
な
い
と
き
、
出
税
を
強
要
し
、
そ
れ
に
よ

り
必
然
要
作
か
養
輩
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
し
む
け
た
一
種
の
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強
制
で
あ
っ
て

こ
れ
こ
そ
南
朝
歴
代
が
と
っ
て
き
た
一
連
の
萎
作

養
震
時
失
脚
策
に
相
躍
ず
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

周
曜
の
地
宮
司
徒

載
師
の
傑
に
み
る

「
里
布
の
制
」
と
は
、
桑
を
植
え
な
い
者
に
は
、

か
か
る
課
税
が
逆
に

そ
の
罰
と
し
て
綿
税
を
課
し
た
も
の
で
あ
る
。

農
桑
強
制
に
な
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
南
朝
の
夏
調
こ
そ
、
こ
の
原

理
を
護
展
さ
せ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
か
く
て
こ
れ
よ
り
陳
の
税
制

は
、
夏
調
の
婆
彊
(
及
び
布
腕
の
一
部
)
・
秋
調
の
肺
(
及
び
彊
の

一
部
)
・
秋
租
の
栢
粟
と
い
う
た
て
か
た
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

夏
税
・
秋
税
と
萎
盟
・
稲
粟
肺

安
史
の
凱
の
戟
繭
に
よ
り
、
租
庸
調
制
は
崩
壊
し
た
。
急
迫
し
た

軍
費
調
達
の
た
め
、

徴
税
は
休
む
こ
と
な
く
、

「
旬
に
輪

百
姓
は

し
、
月
に
迭
り
、
休
息
す
る
こ
と
有
る
無
き
」
有
様
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
大
暦
末
、

動
観
が
一
躍
お
さ
ま
る
と

楊
炎
の
献
策
に
基
づ

き
、
そ
の
混
蹴
を
整
理
す
ベ
く
一
年
二
期
に
徴
税
期
を
分
け
、
雨
税

法
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
雨
税
法
に
お
い
て
、
夏
税
を
六
月
、
秋
税
を
十
一
月
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
一
般
に
は
、
中
唐
、
華
北
で
婆
作
が
普

及
し
、
安
と
粟
と
の
二
年
三
毛
作
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の

た
め
従
来
の
粟
一
本
建
て
の
租
法
が
不
合
理
と
な
っ
た
の
で
、
姿

-

粟
南
方
に
課
税
す
る
二
本
建
て
と
し
た
の
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
は
永

泰
元
年

Q
S
〉
、
第
五
埼
が
京
兆
府
の
婆
に
課
し
た

什
一
税
に
基

づ
く
京
兆
府
の
「
夏
税

・
秋
税
」
か
ら
輩
展
し
た
も
の
、
と
解
さ
れ

て
い
る
。

成
程
、

中
唐
以
降
華
北
で
婆
作
が
非
常
に
普
及
し
た
こ
と
は
事
貰

で
あ
り
、
こ
れ
が
夏
税
設
置
の
重
要
な
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い

瓦
い
。
だ
が
、
た
と
え
首
時
粟
と
萎
と
の
二
年
三
毛
作
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
雨
税
法
の
六
月
・
十
一
月
微
税
が
、

そ
の
二
年
三
毛
作
の
成
立
に
封
し
て
と
ら
れ
た
措
置
と
は
、
必
ず
し

β
h
v
 

no 

も
い
え
な
い
の
で
あ
る
ま
い
か
。
何
故
な
ら
ば
、

二
年
三
毛
作
と
は
、

早
播
き
粟
↓
婆
↓
遅
播
き
粟
(
叉
は
豆
類
)
↓
冬
期
休
闘
を
繰
返
え

す
農
業
経
営
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、
第
二
年
度
は
婆
が
五
月
、
選

播
き
粟
乃
至
豆
類
が
十
月
牧
樫
と
な
る
に
し
て
も

一
番
主
に
な
る

第
一
年
度
の
早
播
き
粟
は
、
八
月
枚
種
で
あ
り
、
雨
税
で
は
こ
れ
に

封
す
る
微
税
期
が
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
南

税
法
に
い
う
六
月
・
十
一
月
微
税
は
、
あ
く
ま
で
原
別
で
あ
り
、
各

地
方
の
微
税
期
は
、
瓢
捗
使
・
観
察
使
・
刺
史
等
の
採
量
に
ま
か
さ

れ
て
い
た
が
、
二
年
三
毛
作
は
、
貫
際
に
は
さ
き
の
型
よ
り
よ
り
複



雑
な
多
角
経
営
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
基
と
す
る
と
、
む
し
ろ
遣
っ
た
微

税
期
と
な
す
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
南
税
の
六
月
・
十
一
月
微
税
は
、

他
の
異
っ
た
理
由
で
き
め
ら
れ
た
と
み
る
べ
き
で
な
い
か
。
し
か
も

南
税
の
夏
税
・
秋
税
は
、
躍
に
粟
稲
婆
等
穀
物
収
入
に
謝
す
る
税
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
輩
肺
枚
入
を
も
主
要
な
課
税
の
封
象
と
し
て

い
た
。
元
和
十
五
年
間
正
月
、
久
し
く
世
襲
自
立
し
て
い
た
卒
庫

准
西
を
回
牧
し
、
消
青
・
莞
海
・
郡
曹
等
三
道
及
び
、察
・
申
・
光
等

諸
州
に
雨
税
を
謀
し
、
税
額
審
定
の
た
め
度
支
郎
中
越
倍
等
を
遭
わ

こ
れ
に
反
謝
し
た
判
度
支
雀
俊
の
上
奏
に
、

そ
う
と
し
た
と
き
、

伏
し
て
以
え
ら
く
、
道
路
進
還
な
り
。
旨
僚
に
准
じ
て
夏
税
は
六
月
一
日

起
徴
せ
ん
。
若
し
使
の
廻
り
て
奏
を
覆
す
る
を
待
た
ば
、
卸
ち
窓
桑
己
に

過
ぎ
、
徴
税
時
を
失
う
。
制
使
或
は
臨
む
も
叉
頗
る
努
擾
な
ら
ん
。
(
冊

府
元
亀
谷
四
百
八
十
入
邦
計
部
、
賦
税
)

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
雨
税
の
夏
税
が
彊
桑
牧
入
に
謝
す
る

税
を
含
ん
で
い
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

大
韓
、
租
庸
調
制
に
お
け
る
穀
物
税
と
布
烏
税
と
の
比
率
は
つ
ぎ

崎
町

の
如
く
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
唐
令
の
規
定
で
は
正
丁
の
役
は
二
千

目
、
も
し
必
要
が
あ
っ
て
留
役
す
る
場
合
、
十
五
日
に
満
ち
れ
ば
調

を
克
じ
、
更
に
十
五
日
に
及
べ
ば
そ
の
う
え
に
租
を
克
じ
る
。
換
言
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す
れ
ば
租
庸
調
は
こ
れ
を
力
役
一
本
に
す
る
と
租
は
十
五
日
、
調
は

十
五
日
、
庸
が
二
十
日
と
な
る
。
，
勿
論
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
租
粟
二

石
に
封
す
る
調
の
布
牢
端
・
腕
三
斤
と
庸
の
布
一
、
五
端
(
一
日
に

つ
き
布
三
尺
七
寸
五
分
〉
と
の
和
が
、
一
封
二
、
三
三
強
で
あ

っ
た

と
は
い

い
え
な
い
。
正
役
を
布
で
代
納
す
れ
ば
、
代
納
者
に
不
利
に

割
安
に
換
算
さ
れ
、
こ
れ
に
封
し
留
役
に
よ
る
菟
税
は
、
留
役
者
に

有
利
に
割
高
に
換
算
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
比
は
も

調
に
し
て
も
、

し
か
し
同
じ
留
役
十
五
日
分
の
菟
租
・
克

は
じ
め
の
留
役
十
五
日
に
封
す
る
菟
調
率
よ
り
も
、

っ
と
縮
ま
る
で
あ
ろ
う
。

十
五
日
以
上
三
十
日
に
及
ぶ
留
役
の
克
租
率
の
方
が
よ
り
割
高
に
計
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算
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
租
と
庸
調
と
の
比
は

お
お
よ
そ

封
二
と
み
て
大
過
な
か
ろ
う
。
も
し
し
か
ら
ば
、
租
庸
調
制
か
ら
雨

税
法
へ
の
慶
革
の
原
因
が
、
従
前
の
租
税
の
三
分
の
一
に
し
か
嘗
ら

ぬ
穀
物
税
だ
け
に
あ
っ
て
、
三
分
の
こ
を
占
め
る
布
息
税
が
全
く
無

閥
係
だ
っ
た
と
は
、
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
ま
い
か
。

そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
疑
い
を
も
っ
て
布
鳥
税
の
行
方
を
み
て
ゆ
く

と
、
我
々
は
安
史
の
観
後
に
お
け
る
園
庫
の
布
息
収
入
の
バ
ラ
ン
ス

に
あ
ら
わ
れ
た
重
大
な
費
化
に
気
付
く
。
す
な
わ
ち
唐
六
典
に
よ
れ

ば
、
租
庸
調
制
時
代
(
大
憧
開
元
二
十
五
・六
年
間
判
)
、
各
州
の
調
の

種
別
は
、
次
表
の
如
く
で
あ
り
(
同
巻
三
戸
部
郎
中
員
外
郎
の
篠
〉
、
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河
北
・
洞
南
二
遭
が
絹
類
、
准
南
・
翻
南
二
道
が
絹
類
又
は
布
類
、

同

他
は
す
べ
て
布
類
で
あ
っ
た
。
庸
が
伺
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
な

い
が
、
元
来
庸
調
に
何
を
も
っ
て
す
る
か
は
、
そ
の
地
方
の
産
物
如

何
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
が
原
別
で
あ
る
か
ら
、
調
と
同
じ
で
あ

っ
た
と
み
て
誤
り
あ
る
ま
い
。

ま
た
遁
典
の
巻
六
食
貨
六
賦
税
下

に
、
杜
佑
が
天
賓
中
(
十
四
載
頃
〉
の
園
庫
牧
丸
の
内
需
け
を
概
算

し
た
も
の
を
の
せ
て
い
る
が
、
彼
は
そ
の
中
で
全
課
丁
八
百
二
十
徐

首
問
中
、
庸
調
を
絹
類
で
納
め
る
者
が
三
百
七
十
徐
蔦
丁
、
そ
の
絹
は

約
七
百
四
十
徐
高
疋
(
毎
丁
二
疋
〉
、
そ
の
綿
は
百
八
十
五
禽
徐
屯

(
毎
丁
三
雨
、
六
雨
が
一
屯
)
、
庸
調
を
布
で
納
め
る
者
が
四
百
五
十

徐
蔦
丁
、
そ
の
う
ち
租
を
布
で
納
め
る
江
南
の
課
丁
が
約
百
九
十
徐

高
丁
、
租
を
粟
で
納
め
る
江
北
の
諜
丁
が
二
百
六
十
徐
高
丁
、
そ
の

庸
調
の
布
は
約
千
三
十
五
高
徐
端
(
毎
丁
二
端
一
丈
五
尺
、
十
丁
で

い
ま
新

・
奮
唐
書
の
地
理
志
に
あ
る

天
賓
元
年
の
戸
口
統
計
に
よ
っ
て
計
算
す
れ
ば
(
十
四
載
頃
は
こ
れ

二
十
三
端
〉
、

と
し
て
い
る
。

3邸

絹
郷
一
た
る
河
北
・
河
南
二
遭
の
口
敏
が
二
千
四

百
高
徐
で
あ
る
の
に
射
し
、
江
北
の
布
郷
た
る
閥
内
・
河
東
・
山
南

.白臨
右
四
道
は
千
四
十
徐
高
、
絹
又
は
布
を
出
す
准
南
・
翻
南
二
道

は
六
百
三
十
鈴
首
円
で
あ
る
。
す
る
と
絹
類
を
出
す
課
丁
三
百
七
十
徐

よ
り
や
や
多
い
〉

首
向
(
す
べ
て
江
北
)
に
封
す
る
江
北
の
布
を
出
す
課
丁
二
百
六
十
徐

蔦
(
た
だ
し
こ
の
中
に
は
、
租
を
粟
で
出
す
嶺
南
の
課
丁
数
も
含
ま

そ
の
数
は
口
数
か
ら
考
え
て
さ
し
て
多
く
は
な
い
ν

れ
て
い
る
が
、

と
は
、
閥
内
等
四
道
だ
け
の
課
丁
で
な
く
、
准
南

・
翻
南
の
課
丁
を

含
め
た
も
の
と
解
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
杜
佑
は
准
南
・
翻
南
を
肺
郷

と
し
て
計
算
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
勿
論
こ
れ
は
杜
佑
の

計
算
で
あ
り
、
事
貫
が
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
い

い
え

な
い
が
、
彼
が
同
所
で
「
天
賓
中
度
支
毎
歳
入
る
所
の
端
屯
疋
貫
石

に
嬢
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
に
よ
れ
ば
、
そ
の
数
は
大
瞳
事
賞
に
近

か
っ
た
と
み
て
大
過
あ
る
ま
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
安
史
の

凱
前
、
園
庫
の
庸
調
牧
入
は
、
絹
綿
が
約
九
百
二
十
徐
寓
疋
屯
、
布

が
千
三
十
五
寓
徐
端
、
そ
し
て
そ
の
う
ち
絹
綿
を
出
し
て
い
た
の
は

殆
ん
ど
河
北
・
河
南
二
道
で
あ
り
、
他
は
す
べ
て
布
で
あ
っ

M
。

Q
d
 

np，
 

し
か
る
に
安
史
の
凱
後
、
か
か
る
割
合
に
よ
る
税
枚
の
基
礎
に
、

重
大
な
襲
化
が
あ
ら
わ
れ
た
。
安
史
の
観
で
、
そ
の
震
源
地
た
る
河

北
・
河
東
及
び
首
都
圏
闘
輔
は
、
最
も
は
げ
し
い
戟
繭
を
う
け
、
租

庸
調
政
入
は
杜
紹
え
た
。
大
観
鎮
定
の
の
ち
も
、
安
史
の
降
将
は
、

幽
州
・
恒
翼
・
貌
博
の
奮
地
に
よ
り
、
所
調
「
洞
朔
三
鎮
」
と
し
て

世
襲
自
立
し
、
し
か
も
卒
魔
・
山
南
東
道
南
節
度
使
は
こ
れ
と
錆
脈
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を
通
じ
て
叛
乱
し
、
欝
唐
害
容
十
二
徳
宗
紀
上
に
よ
れ
ば
、

中
、
卒
底
の
尚
・
青
・
斉
・
海
・
登
・
莱
・
祈
・
密
・
徳
・
様
・
曹

大
暦

-
楼
・

亮

・
都
・
(
徐
)
十
五
州
、
成
徳
の
恒

・
定

・
易
・
越
・
深
・

説
博
の
貌
・
博
・
相
・
街
・
洛
・
貝
・
檀
七
州
、

葉

・
治
七
州
、

山
南
東
道
の
裏
・
郵
・
均
・
房
・
復
・
郭
六
州
の
地
は
、

か
か
る
形
勢
は
、
の
ち
も
好
轄
す
る
こ
と

朝
命
に

服
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

な
く
、
李
吉
甫
の
元
和
園
計
簿
に
よ
れ
ば
、
憲
宗
元
和
時
、
天
下
の

方
銀
凡
て
四
十
八
道
、
管
州
府
二
百
九
十
五
中
、
鳳
期
・
師
坊
・
那

寧

・
振
武
・

浬
原
・
銀
夏

・
盤
堕

・
河
東

・
易
定

・
貌
博
・

銀
翼

・

沼
陽
・
治
景
・
准
西
・
尚
青
等
十
五
道
七
十

一
州
は
、
戸
口
を
報
ぜ

ず
、
賦
税
を
納
め
な
か
っ
た
と
い
う
(
奮
唐
書
巻
十
四
憲
宗
紀
上
)
。

こ
の
十
五
道
七
十
一
州
中
、

開
元
以
後
新
設
さ
れ
た
麟
(
振
武
の

属
州
)
・
宥
(
銀
夏
の
属
州
)
・
壇
(
貌
障
の
嵐
州
)
・
景
(
治
景
の
属

州
)
・
北
側
・
涼
(
活
陽
の
嵐
州
〉
は
別
と
し
て
、
さ
き
の
六
典
の
各
州

か
ら
こ
れ
に
×
印
を
付
し
て
消
す
と
、
前
表
の
如
く
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
れ
ば
、
凱
前
桑
土
と
さ
れ
て
い
た
大
牢
の
州
が
、
凱
後
一
時
に

失
わ
れ
て
い
る
の
に

一
見
し
て
気
付
か
れ
る
の
で
あ
る
ま
い
か
。

さ
れ
ば
凱
後
、
華
北
の
養
費
地
帯
を
失
っ
た
唐
が
、
絹
不
足
に
な

や
ま
さ
れ
た
の
は
嘗
然
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
唐
は
、
そ
の
必
要
と
す

る
絹
を
江
准
・
銅
南
特
に
江
准
か
ら
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
大

明
飢
勃
霊
と
共
に
従
来
布
税
を
主
と
し
た
と
思
わ
れ
る
准
南
に
封
し
、

新
し
い
絹
税
が
課
せ
ら
れ
た
。

至
徳
二
載

(
3
3
七
月
十
二
日
の

江
准
に
往
き
て
宣
慰
せ
し
め
る
の
勅
」
に

軍
用
医
乏
し
、
常
賦
充
つ
莫
し
。
畝
を
荊
実
に
税
し
、
練
を
准
海
に
校
る

所
以
は
、
権
に
従
い
弊
を
救
う
な
り
。

(
文
苑
英
華
轡
凹
百
六
十
一
)

「
鄭
叔
清
を
遭
わ
し
、

ま
た
乱
後
、
政
府
の
窮
乏
に
封
し
、
地
方
の
軍
閥

・
官
憲

か
ら
中
央
へ
の
寄
進
が
積
け
ら
れ
た
が
、
次
表
の
例
を
み
て
も
、
准

南

・
江
南
か
ら
盛
ん
に
絹
が
迭
ら
れ
て
い
る
の
に
注
目
さ
れ
よ
う
。

と
あ
る
。

- 70ー

こ
の
こ
と
は
、
凱
後
政
府
が
絹
を
江
准
に
求
め
ざ
る
を
得
な
く
な
か

っ
た
こ
と
と
共
に
、
そ
れ
に
慮
じ
、
中
唐
以
降
江
南
に
お
い
て
養
輩

が
非
常
な
勢
い
で
護
達
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
麿
は
凱
後
の
財
政

を
江
南
に
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
特
に
絹
の
上
供
を
待
つ
こ

こ
れ
を
江
南
か
ら
得
る
た
め
、

と
切
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
政
府
は
、

江
南
の
養
護
事
情
を
考
え
、
そ
の
徴
税
期
を
繰
上
げ
、
よ
り
積
極
的

な
政
策
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

c

一
方
、
従
来
の
絹
の
供
積
地
た
る
華
北
を
み
る
と
、
大
凱
鎮
定
と

じ
よ
じ
よ
に
秩
序
は
回
復
さ
れ
て
は
い
っ
た
が
、
均
田
制

は
解
韓
し
、
桑
畑
は
す
た
れ
、
貨
幣
経
済
が
盛
ん
に
な
り
、
絹
の
貨

と
も
に
、
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幣
債
値
は
騰
落
し

か
つ
て
の
よ
う
な
一
家
を
あ
げ
て
の
養
置
は
衣

第
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
均
田
制
の
崩
壊
は
既
に
凱
前

か
ら
著
し
く
、
し
ば
し
ば
問
題
と
な
っ
て
き
た
が
、
凱
後
そ
れ
は
、

逃
戸
の
績
出
に
よ
り
完
全
に
廃
止
さ
れ
た
。
逃
戸
の
税
が
隣
人
に
か

け
ら
れ
、
隣
人
は
や
む
な
く
逃
戸
の
田
宅
を
買
り
、
桑
樹
を
き
り
薪

と
し
て
税
銭
に
あ
て

た
め
に
桑
樹
は
減
少
の
一
歩
を
辿
っ
た
。
そ

の
こ
と
は
、
曾
国
元
年

宮
古
〉
正
月
の
制
に

逃
戸
の
桑
地
を
破

除
し
て
税
銭
に
あ
て
る
こ
と
を
禁
じ
、
人
に
倍
し
て
佃
作
さ
せ
(
唐

曾
要
単
位
八
十
五
逃
日
[
)
、
大
中
二
年

(
E
S
正
月
、
同
様
の
制
が
出

さ
れ
(
同
〉
、
ま
た
曾
昌
二
年
四
月
の
勅
で
、
泰
樹
を
期
伐
し
、
薪
に

し
て
賓
る
こ
と
を
厳
禁
し
て
い
る
の
に
よ
っ
て
(
問
答
八
十
六
市
)
、

う
か
が
え
よ
う
。
ま
た
貨
幣
経
済
の
量
逮
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の

傾
向
が
既
に
開
元
・
天
質
時
代
か
ら
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
乱
後
銭
税
が
重
加
さ
れ
る
や
、
布
鳥
の
通
貨
と

制

し
て
の
慣
値
が
一
そ
う

下
落
し
た
こ
と
は
、

組
像
に
難
く
あ
る
ま

い
。
蓋
し
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
も
と
、
人
々
は
か
つ
て
の
よ
う
な
養

誼
の
熱
意
を
失
い

ま
し
て
労
多
く
功
少
い
夏
麓
の
飼
育
な
ど
、
や

が
て
行
わ
れ
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
は
首
然
で
あ
ろ
う
。

か
く
て

こ
こ
に
、
筆
北
に
お
い
て
も
、
絹
税
を
殊
更
に
九
月
ま
で
待
つ
必
要

が
な
く
な
り

む
し
ろ
春
輩
の
牧
繭
に
合
せ

そ
の
徴
税
を
早
め
た

方
が
よ
り
賢
明
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

あ
た
か
も
こ
の
よ
う
な
と
き
、
華
北
に
お
い
て
婆
作
が
非
常
な
勢

い
で
輩
展
し
、
既
に
京
兆
府
で
は
萎
税
が
新
設
さ
れ
、

し
か
も
大
観

と
と
も
に
南
下
し
た
北
人
に
よ
り
、
江
南
水
稲
作
地
帯
に
も
婆
作
が

普
及
し
、
更
に
水
田
に
お
い
て
も
華
北
先
進
技
術
の
導
入
に
よ
り
、

苗
代
栽
培
が
一
般
化
し
、
こ
こ
に
水
稲
と
萎
と
の
一
年
二
毛
作
が
行

同

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
政
府
は
、
こ
の
萎
税
徴
枚
を
粂

ね
、
京
兆
府
の
例
に
な
ら
い
、
従
来
租
粟
の
折
色
と
し
て
扱
っ
て
い
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た
萎
税
を
田
租
か
ら
分
け
、
そ
し
て
麻
布
と
と
も
に
九
月
に
徴
し
て

い
た
絹
の
徴
税
期
を
早
め
、
こ
の
婆
と
絹
と
の
視
を
一
つ
に
し
て
夏

が 税
と
し
7こ
の
で
あ
る
カ三

か
く
雨
税
法
の
特
色
た
る
夏
税
の
設
置

一
つ
に
は
乱
後
の
徴
絹
事
情
の
饗
化
に
重
要
な
原
因
が
あ
っ
た

と
す
れ
ば

A

庸
調
の
絹
税
と
南
税
の
夏
税
と
は
、

そ
の
法
制
上
の
つ

な
が
り
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
貫
質
上
密
接
な
閥
係
が
あ
り
、
庸

調
こ
そ
、
従
っ
て
原
則
的
に
は
調
こ
そ
雨
税
成
立
の
主
要
な
モ
メ
ン

ト
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

た
だ
、
私
が
こ
の
よ
う
に
い
う
と
、
南
税
創
制
の
と
き
の
楊
炎
の

上
奏
に



其
の
租
庸
雑
径
は
悉
く
省
き
、
而
し
て
丁
額
は
廃
せ
ず
.

十
三
租
税
上
)

(
唐
曾
要
省
入

と
あ
り
、
彼
が
雨
税
中
に
調
を
含
め
て
い
な
か
っ
た
如
く
み
え
る
の

同

に
矛
盾
す
る
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
こ
の
場
合
、

「
租
庸
」
と
は
「
税
と
役
'
一
と
そ
意
味
し
、
こ
れ
だ
け
で
「
租
庸
調
」

を
指
す
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
乾
元
元
年

(
3
8、
第
五
靖
が
盟

法
を
た
て
た
と
き
の
記
事
に

制
よ

其
の
嘗
業
一
戸
泊
び
浮
人
の
躍
を
以
っ
て
業
と
な
さ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
其

の
雑
衝
を
亮
じ
、
麹
鍬
使
に
隷
す
。
私
堕
を
盗
煮
す
る
も
の
、
罪
差
有

り
。
亭
戸
(
奮
唐
書
百
二
十
三
第
五
発
待
、
百
姓
に
作
る
)
は
租
庸
よ
り

以
外
は
、
横
賦
を
得
る
こ
と
な
し
。
(
庸
曾
要
入
十
七
縛
運
堕
銭
総
絞
)

と
あ
り
、
唐
の
賦
役
を
「
租
庸
」
と
「
雑
各
」
と
し
て
い
る
の
に
よ

っ
て
も
、
認
め
ら
れ
よ
う
。
事
賞
、
楊
炎
の
私
案
が
貫
施
に
あ
た
っ

て
は
、
そ
の
と
き
の
臣
僚
の
請
肢
に
「
其
の
丁
租
庸
調
は
、
並
び
に

雨
税
に
入
る
に
と
あ
っ
て
、
調
が
雨
挽
の
主
要
な
基
礎
と
な

っ
て

い
た
こ
と
を
、
明
ら
か
に
物
語
っ
て
い
る
。
雨
税
の
夏
税
の
六
月
起

徴
が
、
要
視
と
と
も
に
、
膚
調
の
絹
税
徴
牧
の
園
滑
化
を
ね
ら
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
さ
き
に
引
い
た
雀
俊
の
上
奏
に
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伏
し
て
以
え
ら
く
、
道
路
逢
逮
な
り
。
旨
僚
に
准
じ
て
夏
税
は
六
月
一
日

起
徴
せ
ん
。
若
し
使
の
廻
り
て
奏
を
覆
す
る
を
待
た
ば
、
即
ち
費
桑
己
に

過
ぎ
、
徴
税
時
を
失
う
。
制
使
或
は
臨
む
も
叉
頗
る
努
擾
な
ら
ん
。

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
疑
い
な
か
ろ
う
。

要
す
る
に
、
南
税
の
夏
税
は
、
租
庸
調
の
諸
税
中
、
婆
税
を
租
か

ら
離
し
、
絹
税
を
庸
調
か
ら
分
け
、
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
六
月
に
徴

し
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
十
一
月
の
秋
税
は
、
主
と
し
て
粟
稲
腕

を
封
象
と
し
た
税
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
唐
が
か
く
雨
税
法
に
お
い
て

一
つ
に
は
、
中
唐
華
北
で
婆
作

特
に
婆
の
徴
税
期
を
早
め
た
の
は

が
普
及
し
た
た
め
で
あ
る
が
、

よ
り
直
接
的
に
は
、
そ
れ
が
江
南
に

震
展
し
、
こ
こ
に
稲
と
婆
と
の
一
年
二
毛
作
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

~ 73 -=-

っ
た
か
ら
で
あ
り

一
つ
に
は

ま
た
絹
の
徴
税
期
を
早
め
た
の
は

凱
後
華
北
で
夏
輩
の
飼
育
が
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
が
、

よ
り
直
接
的
に
は
、
動
観
に
よ
り
華
北
の
養
彊
地
帯
を
失
っ
た
唐

が
、
気
候
上
枚
繭
期
の
早
い
江
南
か
ら
、
そ
の
必
要
と
す
る
絹
を
調

達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
か
く
み
る
と
、

さ
き
の
租
庸
調
制
が
、
華
北
農
業
の
経
管
型
態
に
卸
し
て
た
て
ら
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
封
し
、
こ
の
雨
税
法
は
、
蹴
後
の
唐
が
そ
の

わ 財
れ 政
なの
け 基
れ 槌
ばと
なし
る Tこ
ま 江
い刷南
。の

そ
れ
を
主

つ
く
ら
れ
た
も
の
と
い
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結

び

以
上
考
察
し
て
き
た
こ
と
に
大
過
が
な
い
と
す
れ
ば
、
徳
宗
建
中

元
年
の
雨
税
創
制
は
、
安
史
の
飢
を
境
に
祉
曾
経
済
が
鍵
化
し
た
こ

と
と
共
に
、
経
済
の
重
心
が
華
北
か
ら
江
南
へ
と
地
域
的
に
移
行
し

た
こ
と
に
密
接
な
閥
係
が
あ
っ
た
と
い
え
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
凱

後
、
唐
は
華
北
を
失
い

な
く
な
っ
た
。

そ
の
財
政
を
江
南
で
賄
わ
な
け
れ
ば
な
ら

そ
こ
で
江
南
の
貫
情
に
よ
り
適
し
た
税
法
と
し
て
、

も
既
に
租
庸
調
制
が
不
合
理
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、

萎
鑑
を
六
月
に
徴
し
、
稲
粟
肺
を
十
一
月
に
徴
し
、
同
時
に
華
北
で

そ
れ
を
改
め

こ
れ
に
準
じ
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
質
は
こ
の
よ
う
な
税
法
は
、
既
に

南
朝
陳
が
行
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
い

み
で
雨
税
法
は
、
陳

の
夏
調

・
秋
租
調
を
護
展
さ
せ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
き
に
み
た
如
く
、
南
朝
陳
の
夏
調
に
は
、
東
耳
目
以
来
よ
う
や
く

江
南
に
輩
達
し
は
じ
め
た
婆
作
養
置
に
封
し
、
そ
れ
ら
の
税
を
よ
り

圃
滑
に
徴
収
す
る
目
的
と
同
時
に
、
東
遷
以
後
輩
北
の
婆
作
養
謡
地

帯
を
失
っ
た
江
南
王
朝
に
お
い
て
、
安
作
養
費
を
奨
駒
普
及
さ
せ
る

意
圃
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
周
副
胞
の
「

I

里
布
の
制
」
の
原
則

を
輩
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
、
中
唐
安
史
の
凱
後
、
同

じ
く
華
北
を
失
っ
た
唐
に
お
い
て
も
、

か
か
る
課
税
が
婆
作
養
輩
を

奨
励
強
制
す
る
役
割
を
は
た
し
た
こ
と
は
、
疑
い
あ
る
ま
い
。
唐
末

の
人
皮
日
休
は
、
周
細
胞
の
「
里
布
の
制
」
な
ど
を
復
活
す
べ
き
で
あ

マ
令
井
』

1
レ

征
税
は
、
民
を
率
す
る
を
以
っ
て
君
に
奉
ず
る
の
み
に
非
ず
、
亦
終
に
民

を
駒
す
る
を
以
っ
て
其
の
業
を
成
さ
し
め
ん
と
す
る
も
の
也
。

(
皮
日
休

文
集
容
七
「
周
典
を
行
わ
ん
こ
と
を
請
う
」
)

と
い
い
、
税
と
は
翠
な
る
牧
奪
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
り
民
に
産
業
を

興
さ
せ
る
機
能
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
既
に

古
く
か
ら
侍
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て

一 74一

た
と
え
唐
が
必
ず
し
も
そ

れ
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
首
時
江
南
に
お
い
て
正
に
婆

作
養
彊
が
護
達
し
つ
つ
あ
っ
た
と
き
、
未
だ
他
に
牧
穫
物
の
な
い
萎

秋
牧
繭
期
に
挽
を
課
し
た
の
は

そ
れ
を
一
そ
う
推
進
す
る
い
み

で
、
誠
に
時
宜
を
得
た
強
制
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
の

よ
う
に
み
る
と
、
雨
税
の
夏
税
・
秋
税
設
立
は
、
車
に
凱
後
の
諸
税

を
整
理
し
、
徴
税
を
秩
序
だ
て
た
と
い
う
だ
け
で
な
く

よ
り
積
極

的
に
農
桑
を
興
し
、

そ
れ
に
よ
り
園
力
の
充
買
を
計
る
輩
展
的
意
義

が
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
昭
和
三
五
・
九
・
八
日
稿
)
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(1)註(2) 

演
口
霊
園
氏
「
唐
に
於
げ
る
雨
税
法
以
前
の
径
役
労
働
」

二
十
一
品
種
一
一
抗
)

困
み

K
、
宋
の
河
北
線
透
屯
田
剣
官
黄
懇
の
言
に
、
「
江
東
は
霜
晩
く
、

稲
常
に
九
月
熟
す
。
河
北
は
霜
早
く
、
叉
地
気
一
月
遅
く
、
成
賞
す
る

能
わ
ず
。
」
(
績
資
治
通
鑑
長
編
省
三
十
四
太
宗
沼
化
四
年
三
月
壬
子
の

傑
)
と
あ
る
。

た
だ
し
京
兆
府
・
閥
内
諾
州
は
、
関
元
二
十
二
年
以
後
は
十
月
三
日

(
冊
府
元
亀
谷
四
百
八
十
七
は
三
十
日
に
作
る
)
ま
で
と
き
れ
た
。

(
唐
曾
要
容
八
十
三
租
税
上
、
同
年
七
月
十
八
日
の
勅
)

乙
乙
に
い
う
絹
類
と
は
、
絹
・
総
・
綿
・
純
・
紬
等
絹
製
品
を
指
し
、

布
類
と
は
麻
布
・
脱
線
-

M

灯
繭
・
落
聯
等
廊
製
品
を
指
す
。
葛
布
・
蕉

布
等
は
布
類
に
入
れ
る
。
た
だ
し
絹
と
い
っ
て
絹
類
を
総
務
す
る
場
合

と
「
き
ぬ
ぬ
の
」
そ
の
も
の
を
指
す
場
合
と
が
あ
り
、
布
も
ま
た
同
様

で
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
か
は
、
前
後
の
事
情
か
ら
剣
断
さ

れ
た
い
。

漢
代
の
宮
刑
は
、
賓
室
で
む
し
て
腐
宮
さ
せ
、
そ
れ
故
乙
れ
を
「
彊
室

刑
」
と
も
呼
ん
だ
。
賓
室
は
、
完
全
な
保
温
設
備
が
で
き
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。

宮
崎
市
定
博
士
は
、
後
出
の
関
元
二
十
五
年
令
に
よ
り
、
北
貌
の
制
も

毎
畝
五
十
樹
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
(
「
吾
武
帝
の
戸
調

式
に
就
て
」
東
亜
経
済
研
究
十
九
谷
四
腕
)
。
何
れ
が
是
で
あ
る
か
は

後
日
改
め
て
考
え
た
い
が
、
次
の
私
の
論
旨
は
、
全
部
で
五
十
樹
で
も

充
分
で
あ
っ
た
と
い
う
ζ

と
で
あ
る
。

仁
井
田
陸
・
牧
野
巽
氏
「
故
唐
律
疏
議
製
作
年
代
考
(
上
)
・
(
下
)
」

(
東
洋
謬
報

(3) (4) (5) (6) )
 

7
 

(
 

(8) 

(
一
東
方
事
報
・
東
京
一
・
二
冊
)

「
激
爆
愛
見
唐
代
戸
籍
と
均
田
制
」
(
史
率
雑
誌
四
十
七
編
七
披
)
、
「
唐

代
均
田
法
施
行
の
意
義
に
つ
い
て
」
(
史
淵
五
十
穏
)

元
朝
鮮
総
督
府
農
事
訴
験
場
の
成
績
に
よ
れ
ば
、
早
播
し
て
春
季
乾
燥

期
を
経
過
せ
し
め
る
よ
り
播
種
期
を
遅
ら
せ
、
雨
季
前
に
下
種
し
震
芽

後
著
し
い
乾
燥
に
遭
遇
き
せ
ず
、
全
期
聞
を
通
じ
均
一
に
愛
育
さ
せ
る

の
が
安
全
で
あ
る
と
い
う
(
永
井
威
三
郎
氏
「
寅
験
作
物
栽
培
各
論
」

第
三
谷
第
四
章
「
あ
き
」
)
。
な
お
、
の
ち
に
み
る
「
李
鵬
」
は
、
大
麻

泊
を
と
る
た
め
、
早
期
に
播
種
し
、
粗
播
し
て
潅
木
山
肌
に
育
て
た
も
の

で
あ
る
。

詩
経
の
「
好
」
は
、
恐
ら
く
「
か
ら
む
し
」
で
は
あ
る
ま
い
。
佐
藤
武

敏
氏
は
、
「
い
ち
び
」
と
さ
れ
て
い
る
(
「
中
国
古
代
の
蹴
織
物
生
産
L

東
洋
史
研
究
十
九
倉
一
貌
)
。

拙
稿
「
南
朝
租
調
弦
」
(
史
拳
雑
誌
六
十
八
編
九
披
)

南
朝
の
史
書
に
、
「
税
布
」
と
同
じ
く
「
租
布
L

と
い
う
名
が
し
ば
し

ば
み
ら
れ
る
。
私
は
前
掲
論
文
で
乙
れ
を
「
調
L

の
代
稽
と
解
し
た
が

「
租
と
調
」
の
こ
と
と
改
め
た
い
。
例
え
ば
南
賓
書
谷
十
六
百
官
志
の

録
倫
書
右
丞
の
僚
に
「
州
郡
の
租
布
を
領
す
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
租
税

を
指
し
て
い
る
。
な
お
同
害
容
十
四
州
郡
志
主
南
猿
州
の
僚
に
、
「
租

鳥
」
と
あ
る
の
は
、
乙
こ
の
調
が
息
で
あ
っ
た
の
で
、
「
鳥
」
を
も
っ

て
調
を
代
稽
し
た
も
の
で
あ
る
。

勿
論
聯
も
相
暗
闇
栽
培
し
て
い
た
。
軸
問
書
各
百
十
食
貨
志
に
北
現
に
お
け

る
桑
土
と
廊
郷
の
詳
細
な
分
類
が
の
っ
て
い
る
。
ま
た
下
層
民
の
衣
料

は
、
骨
曲
然
麻
布
で
あ
っ
た
。

「
貌
吾
南
北
朝
通
史
」
五
七
六

l
九
頁

-75-

)
 

A
M
U
 

(
 

。。(12) (11) 自由。母
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(HJ) 05) 

前
掲
「
南
朝
租
調
放
」

西
崎
定
生
氏
「
磁
碓
の
彼
方
|
筆
北
農
業
生
産
力
展
開
史
上
の
一
問

題
1

」
(
歴
史
皐
研
究
一
二
五
蚊
)

も
っ
と
も
府
調
の
布
鳥
税
印
恕
廊
枚
入
の
税
と
は
必
ず
し
も
い
い
え
な

い
。
賦
役
令
の
災
害
時
の
菟
税
規
定
を
み
る
と
、
穀
田
の
損
傷
に
封
し

畳
間
廊
の
場
合
は
、
徐
り
重
視
し
て
い
な
い
。
し
か
し
布
鳥
が
自
家
生
産

で
あ
っ
た
か
ら
、
調
更
に
庸
も
、
桑
廊
の
税
と
同
じ
意
味
に
な
る
。

州
名
を
列
記
し
た
六
典
の
本
文
は
、
関
元
十
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る

が
、
賦
の
種
類
を
記
し
た
原
註
は
、
二
十
五
・

六
年
頃
の
も
の
(
潰
口
霊

園
氏
「
唐
の
玄
宗一
朝
に
於
げ
る
江
准
上
供
米
と
地
税
と
の
閥
係
会
一
)
」

史
撃
雑
誌
四
五
編
二
鋭
)
。

だ
か
ら
乙
の
種
別
は
、
次
に
み
る
天
質
十

四
載
頃
も
大
し
た
製
化
は
な
か
っ
た
と
解
せ
る
が
、
表
下
の
口
敏
は
、

乙
れ
に
最
も
近
い
天
質
元
年
の
も
の
を
の
せ
た
。

殿
耕
望
氏
「
唐
代
紡
織
工
業
之
地
理
分
怖
」
(
大
陸
雑
誌
二
ニ
谷
一
一

期
)
参
照

(1司(18) (1骨

(20) 

布
に
は
こ
の
ほ
か
、
江
南
の
折
納
の
租
布
約
五
百
七
十
徐
高
端
が
あ
っ

た
(
通
典
同
所
)
。

賞
際
に
は
、
飢
後
一
時
布
烏
が
暴
騰
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
主
と
し

て
生
産
低
下
と
飢
後
政
府
が
行
っ
た
貨
幣
の
「
吹
直
し
」
に
よ
る
慈
貨

政
策
に
原
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
通
貨
が
銭
貨
に
祭
っ
て
行
っ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
(
拙
稿
「
唐
代
爾
税
法
の
地
域
性
」
東
方
事
一
七

輯
)
。

拙
稿
「
中
園
多
毛
作
幾
法
の
成
立
」
(
古
代
率
八
谷
三
披
)

曾
我
部
解
雄
氏
「
雨
税
法
成
立
の
由
来
」
(
枇
曾
経
済
史
率
二
六
省
一
腕
)

な
お
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
楊
勝
陸
氏
の
「
中
唐
以
後
税
制
輿
南
朝
税

制
之
闘
係
」
(
清
華
撃
報
十
二
袋
三
披
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

位。側側側附

no
 

勾

t

本
論
文
は
、
昭
和
三
十
五
年
度
文
部
省
科
皐
研
究
費
(
各
倒
研
究
)

「
雨
税
法
成
立
史
の
研
究
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。



to the establishment in 1616 as a separate government agency of the

Wenkuan 0T　Ｓｈｕｆａｎｇ，　ａｓsuming ａ full-fledged form at the end of

the

　

T'ienming天命There was another important function of the

Wenkuan ； transmitting ｏｆimperial orders and reports to the throne.

This function further developed the Wenkuan into ａ kind of inner

cabinet like that of the Ming 明dynasty, and immediately before

the the beginning of the Ch'ungte崇徳era (1636) it became the

Ｎ　ei＆ａｎｙｕａｎ内三院．

The Origin of Summer and Autum Dues

　　　　　　　　　

Ｎｏｂｏｎも　Ｋｏｇｏ

　　

The

　

shifting

　

of

　

key

　

economic

　

areas from north to central and

south China as ａ result of the revolt of An Lushan 安蒜山was one

of

　

the main causes that led to the establisment of the biannual tａχ-

ation system where payment was made in June and November.

After the revolt T'ang 唐was forced to depend on central and south

China for finance, where the climatic conditions made it more practi-

cal to take dues for wheat and silk in June and those for rice, mil-

let and hemp in November. This was already practised under　the

SoutheｒＴＬＣｈ’ｅｎ陳.The biannual tａχationsystem was not only the

result of tax readjustment but that of efforts to develop agricultural

resources for a dynasty with its key economic areas in central and

south China.

－３－


